
 

はじめに 

 

 札幌市では、「札幌市自治基本条例」に基づき制定された「札幌市市民まちづくり活動

促進条例」を推進するものとして、平成 21 年度に第 1 期の札幌市市民まちづくり活動促

進基本計画を策定し、さまざまな取組を進めてまいりました。 

 第１期基本計画の策定以降、札幌市内の NPO 法人数や、「さぽーとほっと基金」への寄

附、企業が札幌市と協力してまちづくり活動を行うことを定めて締結した協定が増加し

ており、市民まちづくり活動の機運は高まりつつあります。 

一方、札幌市は今後、人口減少や超高齢社会に直面すると予想され、これに伴い、孤

立化やまちづくりの担い手不足など、さまざまな地域課題が顕在化するものと見込まれ

ます。 

これらの課題に対応するために、札幌市では平成 25 年に「札幌市まちづくり戦略ビジ

ョン」を策定し、安心して暮らせる地域を作り出すため、今後 10 年間で重点的に取り組

むべきテーマの一つとして「暮らし・コミュニティ」を位置付けています。 

第２期基本計画は、この「暮らし・コミュニティ」に掲げる、地域でのつながりや支

え合いによる共助の意識の醸成、誰もが社会に参加できる環境づくり、まちづくり活動

の担い手育成などの施策を展開していくための個別計画に位置付けられます。 

市民が主役のまちづくりを実践するため、より多くの市民の方にまちづくり活動に対

する理解を深めていただくとともに、積極的な参加を促すことにより、まちづくり活動

が身近なものであると感じていただけるよう取組を進めてまいります。そして、市民を

はじめ、企業、町内会、ＮＰＯなどさまざまな団体の参加や支援、協力を得て第２期基

本計画を推進することにより市民自治が息づくまちづくりを実現し、「市民の力みなぎる、

文化と誇りあふれる街」を、市民と共に築いていきたいと考えております。 

 

平成 26 年 6 月 

 札幌市長 上田 文雄      
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第１章第１章第１章第１章    札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の策定策定策定策定にあたってにあたってにあたってにあたって    

第１第１第１第１    基本基本基本基本計画計画計画計画のののの目的・内容目的・内容目的・内容目的・内容等等等等    

札幌市は、「市民、事業者、そして市が連携・協力してまちづくりを担い、豊かで活力ある地域社会の

発展に寄与すること」を目的に、「札幌市市民まちづくり活動促進条例」(以下「促進条例」といいます。)

を施行しています。 

札幌市市民まちづくり活動促進基本計画（以下「基本計画」といいます。）は、この目的の実現に向け

促進条例第７条に基づき、市が市民まちづくり活動の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために策定するもので、その内容については、同条２項において、市民まちづくりに関する目標、市民

まちづくり活動の促進のための施策等としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、この基本計画は市が取り組む施策・事業などを体系的にまとめた「行政計画」ですが、まちづ

くり活動の主体が市民であることを踏まえると、市民まちづくり活動に取り組む団体をはじめ、広く市

民と共有していく必要があります。 

 

 

 

  

【札幌市市民まちづくり活動促進条例】【札幌市市民まちづくり活動促進条例】【札幌市市民まちづくり活動促進条例】【札幌市市民まちづくり活動促進条例】(平成19年12月13日制定。20年4月1日施行) 

（目的） 

第１条 この条例は、市民まちづくり活動の促進について、基本理念を定め、市民（札幌市自治基本条例（平成１８年条

例第４１号）第２条第１項に規定する市民をいう。以下同じ。）、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、市民

まちづくり活動の促進に関する施策の基本的な事項を定めることにより、市民、事業者及び市が連携・協力してまち

づくりを担い、豊かで活力ある地域社会の発展に寄与することを目的とする。 

（市民まちづくり活動促進基本計画） 

第７条 市長は、市民まちづくり活動の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市民まちづくり活動の

促進に関する基本計画を策定しなければならない。 

２ 市民まちづくり活動促進基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 市民まちづくり活動に関する目標 

(2) 市民まちづくり活動の促進のための施策に関する事項 

(3) 前２項のほか、市民まちづくり活動の促進に関する重要事項         ※第３項～第５項省略 
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第２第２第２第２    基本基本基本基本計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ    

この基本計画は、札幌市のまちづくりの最高規範である自治基本条例第23条に基づき制定された促進

条例を推進するものとして策定するものです。 

また、自治基本条例第17条に定める札幌市のまちづくりの計画体系では、幅広い分野にわたる総合計

画として最上位に位置付けられる「札幌市まちづくり戦略ビジョン」

1

の個別計画に位置づけられます。 

札幌市の市民まちづくり活動促進を総合的に推進する計画であることから、対象分野は幅広く、関わ

りのある各分野の関連計画とも整合性を図っています。 

【札幌市市民まちづくり活動促進基本計画と条例、他の計画等との関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            

1

 <ビジョン編>を平成25年(2013年)２月策定。<ビジョン編>に掲げる目指すべき都市像の実現に向けて、主に行政が優先的・集中的に取り組む

ことを示した<戦略編>を同年10月に策定。この中で戦略的に取り組む３つのテーマを掲げている(「暮らし・コミュニティ」、「産業・活力」、「低

社会・エネルギー転換」) 

【札幌市自治基本条例】【札幌市自治基本条例】【札幌市自治基本条例】【札幌市自治基本条例】(平成18年10月3日制定。平成19年4月1日施行) 

（総合計画等） 

第17条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、総合計画を策定するものとする。※第２項～４項省略 

（市民によるまちづくり活動の促進） 

第23条 市は、市民との協働によるまちづくりを進めるために、市民によるまちづくり活動に対して、その自主性と自

立性を尊重しつつ、適切な支援を行うものとする。この場合において、市は、必要な条例等を整備するものとする。 

※第２項省略 

((((個別計画）個別計画）個別計画）個別計画）    

札幌市市民まちづくり活動促進基本計画札幌市市民まちづくり活動促進基本計画札幌市市民まちづくり活動促進基本計画札幌市市民まちづくり活動促進基本計画    

札幌市まちづくり戦略ビジョン札幌市まちづくり戦略ビジョン札幌市まちづくり戦略ビジョン札幌市まちづくり戦略ビジョン    

((((総合計画総合計画総合計画総合計画))))    

主な関連計画 

 

・札幌市国際戦略プラン 

・さっぽろ子ども未来プラン 

・札幌市地域福祉社会計画 

・札幌市教育振興基本計画 

 

 

 

 

 

札幌市市民まちづくり活動促進条例 

札幌市自治基本条例 
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第３第３第３第３    基本基本基本基本計画策定の経緯計画策定の経緯計画策定の経緯計画策定の経緯    

１１１１    基本基本基本基本計画計画計画計画が策定されるまでが策定されるまでが策定されるまでが策定されるまで    

札幌市では平成 10 年（1998 年）に札幌市基本構想を制定し、市民の公益的な活動の促進の必要

性を掲げました。平成 13 年（2001 年）には市民委員による議論なども経て「市民活動の促進に関

する指針」を定め、以後、この考え方に沿って市民活動に関する施策を進めてきました。具体的に

は、平成 15 年（2003 年）に利便性の良い札幌駅北口に、相談や活動の場の提供など、市民まちづ

くり活動の総合的な支援拠点施設として市民活動サポートセンターを開設しています。 

このように市民まちづくり活動への支援基盤が整備されるなかで、平成 18 年（2006 年）に札幌

市自治基本条例が制定されました（平成19年（2007年）施行）。自治基本条例は、市民のまちづく

りに参加する権利を定めるとともに、第23条において、『市は、市民との協働によるまちづくりを

進めるため、市民によるまちづくり活動に対して、その自主性と自立性を尊重しつつ、適切な支援

を行うものとする。この場合において、市は、必要な条例等を整備する』と規定しています。 

これに基づき、平成 19 年（2007 年）に促進条例を制定（平成 20 年（2008 年）施行）、平成 21

年に基本計画（以下「第１期基本計画」といいます。）を策定し、現在の市民まちづくり活動促進施

策の基本的な方向性を定めました。 

２２２２    第２期札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の策定過程第２期札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の策定過程第２期札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の策定過程第２期札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の策定過程    

第１期基本計画は概ね５年経過後の見直しを想定し、各種の成果指標も平成25年度を目標に設定

しています。そこで、札幌市では平成26年度以降も引き続き市民まちづくり活動の促進に係る施策

を総合的、計画的に実施するために、平成26年度～平成30年度を対象期間とする第２期の基本計

画（以下「第２期基本計画」といいます。）を策定することとし、平成25年（2013年）６月13日、

札幌市市民まちづくり活動促進テーブルに、その基本的方向性について諮問し、同年12月３日に答

申を受けました。 

また、第２期基本計画の検討にあたっては、市民まちづくり活動団体・市民に対するアンケート

やワークショップを実施し、市民の意見を反映するよう留意しました。 
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第第第第２２２２章章章章    市民まちづくり活動市民まちづくり活動市民まちづくり活動市民まちづくり活動とととと第第第第1111期計画策定以降の期計画策定以降の期計画策定以降の期計画策定以降の社会社会社会社会動向動向動向動向    

第１第１第１第１    市民まちづくり活動とは市民まちづくり活動とは市民まちづくり活動とは市民まちづくり活動とは    

「札幌市市民まちづくり活動促進条例」「札幌市市民まちづくり活動促進条例」「札幌市市民まちづくり活動促進条例」「札幌市市民まちづくり活動促進条例」では、「市民まちづくり活動」「市民まちづくり活動」「市民まちづくり活動」「市民まちづくり活動」を『市民が営利を目的とせず、『市民が営利を目的とせず、『市民が営利を目的とせず、『市民が営利を目的とせず、

市内において町内会、自治会、ボランティア団体、特定非営利活動法人市内において町内会、自治会、ボランティア団体、特定非営利活動法人市内において町内会、自治会、ボランティア団体、特定非営利活動法人市内において町内会、自治会、ボランティア団体、特定非営利活動法人((((以下「以下「以下「以下「NPONPONPONPO 法人」という。法人」という。法人」という。法人」という。))))等等等等

又は個人により自発的に行う公益的な活動』と定義又は個人により自発的に行う公益的な活動』と定義又は個人により自発的に行う公益的な活動』と定義又は個人により自発的に行う公益的な活動』と定義しています。 

札幌市内には、古くから地域のまちづくりの中核を担ってきた単位町内会が約 2,200、連合町内会が

90あるとともに、NPO法人は約880、任意団体を含めた市民活動サポートセンター登録団体数は約2,200

にものぼり、これらの団体それぞれにより、高齢者や障がい福祉、子どもの健全育成、文化・芸術など

さまざまなまちづくり活動が展開され、企業による社会貢献活動も広がりを見せているところです。 

また、個人や家庭レベルでも、前述の団体等が行うまちづくり活動への参加をはじめ、環境負荷や将

来のまち、次世代への配慮など公益的観点から自発的に行われているゴミの分別・減量化や省エネ等の

取組、さらには、市民まちづくり活動を資金面から支える寄附行為等も広がりを見せており、これらの

取組もまちづくり活動といえます。 

このように、「市民まちづくり活動」「市民まちづくり活動」「市民まちづくり活動」「市民まちづくり活動」の主体は、団体、企業団体、企業団体、企業団体、企業から個人個人個人個人まで広範にわたり、これらの主

体が営む『快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心の推進など、暮らしやすいまちを実『快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心の推進など、暮らしやすいまちを実『快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心の推進など、暮らしやすいまちを実『快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心の推進など、暮らしやすいまちを実

現するための現するための現するための現するための公益的公益的公益的公益的な活動な活動な活動な活動』』』』は、すべて「市民まちづくり活動」ということができます。 

※ ここでいう「市民」とは、市内に住所を有する人、市内で働き、若しくは学ぶ人及び市内において事業活動

その他の活動を行う人若しくは団体を指しております。 

    

    

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

市 民 ま ち づ く り 活 動市 民 ま ち づ く り 活 動市 民 ま ち づ く り 活 動市 民 ま ち づ く り 活 動    

（暮らしやすいまちを実現する活動）（暮らしやすいまちを実現する活動）（暮らしやすいまちを実現する活動）（暮らしやすいまちを実現する活動）    

福祉 

子育て 

緑化・花植え 

にぎわいづくり 

お祭りへの参加 
交流 

防災 

ゴミ拾い 

節電 

寄附・募金 

ゴミ減量・分別・リサイクル 

企業企業企業企業・・・・商店街商店街商店街商店街    

町内会町内会町内会町内会・・・・自治会自治会自治会自治会    

学校学校学校学校・・・・ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ    

個人個人個人個人・・・・家庭家庭家庭家庭    

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ    

除雪・雪マナー 

高齢者の健康づくり 

企業 

ボランティア 

主役は市民一人ひとり

．．．．．．．．．．

！ 

あいさつ・声かけ・見守り 

文化・芸術活動 
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第２第２第２第２    市民まちづくり活動を巡る市民まちづくり活動を巡る市民まちづくり活動を巡る市民まちづくり活動を巡る全国の動き全国の動き全国の動き全国の動き    

札幌市では市民まちづくり活動の促進施策の指針となる第1期基本計画を平成21年(2009 年)５月に

策定しましたが、国においても、その約半年後の10月に「新しい公共」の考え方が示されました。これ

は、従来「官」が担っていた「公共サービス」の概念を刷新し、市民や企業などさまざまな主体が「公

共」領域に参画し、財・サービスの提供主体となる「新しい公共」の推進により、「支え合いと活気があ

る社会」を実現しようというもので、全国で47,000にものぼるNPO法人もその担い手の一つと位置づけ

られています。 

これを機に、税制優遇措置を受けることのできる認定NPO法人

2

の要件の緩和など寄附税制の見直しや、

ＮＰＯ、町内会などの地縁組織をはじめとするさまざまな団体が連携・協働しながら地域の社会的な課

題の解決にあたる基盤の整備

3

などが進められました。また、平成24年(2012 年)４月には、NPO 法人の

認証認定事務が政令指定都市に移管されるなど、地域に根差したNPO法人が活躍する環境も整いつつあ

ります。 

さらに、国においては平成25年(2013年)４月から「新しい公共」の考え方をさらに進め、「共助社会

づくりの推進」に取り組むこととし、この中においても町内会などの地縁組織やＮＰＯは大きな役割を

期待されています。 

一方、平成23年(2011年)３月11日に発生した東日本大震災は、日本社会に大きな影響を与えました。 

内閣府が平成25年２月に公表した「社会意識に関する世論調査結果」では、８割弱の方が、社会にお

ける結びつきが「（東日本大震災）前よりも大切だと思うようになった」と答えています。また、震災後、

強く意識するようになったことは何かという設問

4

には、「家族や親戚とのつながりを大切に思う」

（67.2％）、「地域でのつながりを大切に思う」（59.6％）、「社会全体として助け合うことが重要だと思う」

（46.6％）、「友人や知人とのつながりを大切に思う」（44.0％）など、人とのつながりや助け合いを意識

する回答が上位を占めています。 

震災ボランティアは平成23年３月から平成25年９月末までに延べ約130万人

5

に及び、震災関係の寄

附は約6,000億円、寄附をした方は8,512万人にのぼりました

6

。また、所得税の寄附金控除を利用した

方も、平成22年(2010年)分の57万9千人から平成23年(2011年)年分は121万9千人

7

と倍増していま

す。 

このように、第１期基本計画が策定された平成21年以降、全国的にも市民まちづくり活動を活性化す

るための社会基盤の整備・充実が進むとともに、東日本大震災をきっかけに、助け合いや寄附の意識が

広がりを見せていると言うことができます。  

                            

2

 NPO法人のうち、運営組織や事業活動が適正であることなど一定の基準を満たすものを所轄庁（札幌市内にのみ事務所がある法

人については札幌市）が認定する制度。認定NPO法人になると、税制上の優遇措置を受けることができます。 

3

 平成23年度より2年度に渡り「新しい公共支援事業」の一環として「新しい公共の場づくりのためのモデル事業」「社会イノ

ベーション推進のためのモデル事業」などが実施されました。 

4

 複数回答 

5

 全国社会福祉協議会 

6

 日本ファンドレイジング協会編『寄附白書2012』（経団連出版,2012年） 

7

 「新しい公共」に係る最近の状況等について（平成24年8月22日内閣府） 
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第３第３第３第３    札幌市の現状札幌市の現状札幌市の現状札幌市の現状    

第1期基本計画の策定以降、札幌市内のNPO法人数は約880にのぼり、また、市民や企業からの寄附

を原資に市民まちづくり活動団体へ助成を行う「さぽーとほっと基金」への寄附は累計５億円

8

に迫る勢

いです。さらに、企業が市と協力してまちづくり活動を行うことを定めて締結した協定は46まで増加し

ており、市民まちづくり活動の機運は高まりつつあります。 

また、札幌市では、国の認定NPO法人制度に加え、市が独自に条例でNPO法人を指定すると、当該法

人への寄附について個人市民税の優遇措置が適用される条例個別指定制度を整備し、平成26年１月から

運用を開始したところです。今後は、こうした制度も活用し、コミュニティの中心的組織として地域社

会を長期的視点で守り支える町内会と、今後も成長が見込まれるＮＰＯなどの団体、社会貢献活動に意

欲を持った商店街や企業など、多様な主体が力を合わせてまちづくりを進めていくことができる環境を

整えていくことが重要です。 

 

 

                            

8

 平成20年(2008年)４月の制度創設から平成26年(2014年)5月末までの入金額 
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第３章第３章第３章第３章    第１期基本計画の第１期基本計画の第１期基本計画の第１期基本計画の総括総括総括総括    

第 1 期基本計画は、「市民が市民の活動を支える“まちづくりの札幌スタイル”の構築」を基

本目標に据え、４つの目標と７つの重点施策等から構成されています。 

ここでは、重点施策ごとに第 1 期計画に基づく取組を「評価」し、そこで浮かび上がった課題

を解決するための方向性や留意事項などを「第２期に向けて踏まえるべき視点」としてまとめま

した。 

 

 

【第 1 期基本計画 目標及び重点施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【【【【
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のののの

構

築

構

築

構

築

構

築

～～～～    

目標（１）目標（１）目標（１）目標（１） 

    多くの市民のまちづくりへ多くの市民のまちづくりへ多くの市民のまちづくりへ多くの市民のまちづくりへ

の参加促進の参加促進の参加促進の参加促進 

 

目標（２）目標（２）目標（２）目標（２） 

    多種多様な市民まちづく多種多様な市民まちづく多種多様な市民まちづく多種多様な市民まちづく

り活動の充実と発展り活動の充実と発展り活動の充実と発展り活動の充実と発展 

 

目標（３）目標（３）目標（３）目標（３） 

    市民まちづくり活動の連市民まちづくり活動の連市民まちづくり活動の連市民まちづくり活動の連

携促進携促進携促進携促進 

 

目標（４）目標（４）目標（４）目標（４） 

    自主的・自律的な市民ま自主的・自律的な市民ま自主的・自律的な市民ま自主的・自律的な市民ま

ちづくり活動の拡大と地域ちづくり活動の拡大と地域ちづくり活動の拡大と地域ちづくり活動の拡大と地域

力強化力強化力強化力強化 

【目 標】 
【重点施策】 

【重点施策２】市民まちづくり活動を支える人づくり【重点施策２】市民まちづくり活動を支える人づくり【重点施策２】市民まちづくり活動を支える人づくり【重点施策２】市民まちづくり活動を支える人づくり    

【重点施策１】多くの市民のまちづくり参加促進【重点施策１】多くの市民のまちづくり参加促進【重点施策１】多くの市民のまちづくり参加促進【重点施策１】多くの市民のまちづくり参加促進    

【重点施策３】活動の場となる施設の機能強化【重点施策３】活動の場となる施設の機能強化【重点施策３】活動の場となる施設の機能強化【重点施策３】活動の場となる施設の機能強化    

【重点施策４】市民まちづくり活動の多様な連携を【重点施策４】市民まちづくり活動の多様な連携を【重点施策４】市民まちづくり活動の多様な連携を【重点施策４】市民まちづくり活動の多様な連携を

促進促進促進促進    

【重点施策５】企業による社会的課題解決型事業【重点施策５】企業による社会的課題解決型事業【重点施策５】企業による社会的課題解決型事業【重点施策５】企業による社会的課題解決型事業

の促進の促進の促進の促進    

【重点施策６】地域における多様なふれあいの場【重点施策６】地域における多様なふれあいの場【重点施策６】地域における多様なふれあいの場【重点施策６】地域における多様なふれあいの場

の創出の創出の創出の創出    

【重点施策７】市民まちづくり活動を広げる【重点施策７】市民まちづくり活動を広げる【重点施策７】市民まちづくり活動を広げる【重点施策７】市民まちづくり活動を広げる寄附寄附寄附寄附文文文文

化の醸成化の醸成化の醸成化の醸成    
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重点施策１重点施策１重点施策１重点施策１    多くの市民のまちづくり参加促進多くの市民のまちづくり参加促進多くの市民のまちづくり参加促進多くの市民のまちづくり参加促進    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

第１期基本計画期間中、身近な地域や区レベルでさまざまなまちづくり活動への参加機会が設

けられてきたところですが、成果指標としている『市民まちづくり活動に参加経験のある人の割

合』は、依然として 40％前後と伸び悩み、目標値を下回っています。 

まちづくり活動に参加できない理由としては、『時間がない』、『情報がどこにあるかわからな

い』『参加するきっかけがつかめない』（表１）と多くの方が答えており、参加意欲のある方を実

際の活動に結び付けていくためには、これらの参加障壁を取り除くことが課題となっています。

さらに、『まちづくり活動への参加意欲のある人』と実際に『参加経験のある人』との差が 30％

程度あることから、参加意欲がありながら実際の活動への参加に結び付いていない潜在層が相当

数いることが窺えます（表２）。 

71.6% 69.1% 70.1% 65.8% 67.3%

38.9% 38.5% 40.2% 41.8%
32.4%

0%

20%

40%

60%

80%

H21 H22 H23 H24 H25

参加意欲がある 参加経験がある

【取組概要】【取組概要】【取組概要】【取組概要】 

多様な参加機会の創出のために、区やまちづくりセンター等によるさまざまな市民参加事業

の支援、子どもや若者が楽しくまちづくりに参加できるイベントの開催などに取り組みまし

た。 

また、これらの周知やまちづくり活動、活動団体に対する市民理解の形成を目的に、さっぽ

ろまちづくり総合情報ポータルサイトによる情報発信の充実を図りました。 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】市民まちづくり活動に参加経験のある人の割合（％） 

Ｈ18 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ25 目標 

41.0 
38.9 

38.5 40.2 41.8 
32.4 

60 
53.8※1 17.5※2 

＜資料＞札幌市指標達成度調査 

      ※1 平成 21 年度市民自治に関するアンケート調査  ※2 平成 25 年度第１回市民アンケート 

 

＜資料＞札幌市市民アンケート調査（平成 25年 8月） 

【表１】まちづくり活動に参加できない理由 

43.9

38.2

32.7

20.7

16.9

6.6

1.1

0 10 20 30 40 50

参加する時間がない

活動団体や活動内容に関する情報

がわからない

参加するきっかけがつかめない

参加するほどの知識や技術がない

関心や興味がない

その他

無回答

%

＜資料＞札幌市市政世論調査及び札幌市指標達成度調査 

【表２】まちづくり活動への参加意欲のある人・ 

参加経験がある人の割合 
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このため、市民のさまざまな生活スタイルや状況に合わせて「できるときに、できることを、

できる時間だけ」参加できる機会・仕組みの創出や、実際の活動には直接参加できなくても寄附

を通じてまちづくり活動へ間接的に参加するなど、多様な参加方法を提供していく必要がありま

す。 

また、こうした活動や参加方法について、対象者に適した手段で時機を捉えて情報発信するこ

とが大切です。転入・退職などの節目に合わせて地域行事への参加を呼びかけるなど、身近で容

易に取り組みやすい参加のきっかけづくりを行っていく必要もあります。 

一方で、市民が持っている「まちづくり活動」や「参加」のイメージが必ずしも一様ではなく、

実際にはまちづくり活動に参加しながらも、必ずしも「参加」認識にはつながっていないことも

課題です。 

『市民まちづくり活動への参加経験』に関する各種調査結果の差異

9

をはじめ、市民ワークシ

ョップでは「まちづくり活動にＮＰＯは含まれないと思っていた」、「町内会の運営は自分たちの

ことであり、まちづくり活動とは思っていない」、「<地域の清掃活動など>この程度で参加と言っ

ていいのか分からない」といった発言が多くあり、市民の「まちづくり活動」や「参加」のイメ

ージが多岐に渡っていることが窺えます。 

このため、具体的な「まちづくり活動」や「参加」のイメージを提示しながらその意義や効果

を伝え、併せて、自分たちが地域や生活を豊かにする担い手である、と実感を持ってもらえるよ

うな取組を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

9

 「まちづくり活動」に参加したことがある、と答えた割合が最も高いのは平成 21 年度の市民自治に関するアンケー

ト調査 53.8%、最も低いのは平成 25 年度第１回市民アンケート 17.5%。毎年度実施している札幌市指標達成度調査(本

計画の成果指標)では 40%前後。 

【第１期の【第１期の【第１期の【第１期の評価評価評価評価】】】】    

� 意欲がありながら参加に結びつかない３割の潜在層。参加障壁は「時間」、「情報」、

「きっかけ」。 

� 市民の「まちづくり活動」等のイメージが多様。参加していても、認識に結びつ

いていない。 

～第～第～第～第 2222 期に向けて期に向けて期に向けて期に向けて踏まえるべき視点踏まえるべき視点踏まえるべき視点踏まえるべき視点～～～～    

� 生活スタイル、状況に応じた多様な参加機会の創出。特に参加意欲のある人を実

際の活動に結び付ける方策。 

� 「まちづくり活動」や「参加」のイメージの共有化と、まちづくりの担い手であ

ることを実感してもらえる方策。 
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重点施策２重点施策２重点施策２重点施策２    市民まちづくり活動を支える人づくり市民まちづくり活動を支える人づくり市民まちづくり活動を支える人づくり市民まちづくり活動を支える人づくり    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標としている『まちづくりに関する講座受講者』

は平成 21 年度からの５年間で 1,000 人を超え、意欲あ

る市民が一定数存在していることが窺われます。また、

市民活動サポートセンターでは、まちづくりに関する各

種講座・研修の開催のほか、活動団体に対する運営相談

や、各種情報提供などの支援も行っており、その登録団

体数は年々増加し 2,000 団体を超えている状況から、同

センターを中心に展開している市民まちづくり活動を支

える取組が、市民に一定程度浸透してきたものと評価し

ています。 

しかしながら、このような利用者の広がりは、前項で

述べたとおり、実際のまちづくり活動に参加する市民に

必ずしも直結していない状況から、「学ぶ」機会と「参

加する」機会を、どう有機的に結びつけていくかが、今

後の課題といえます。 

また、団体が抱える課題としては、会員の確保やリー

ダー・スタッフの育成など『人』に関するもののほか、

【取組概要】【取組概要】【取組概要】【取組概要】    

中核的人材やボランティア参加者などの多様な人材を育成するために、市民活動サポートセ

ンターやさっぽろ市民カレッジ、ボランティア研修センター等において各種講座を開催すると

ともに、まちづくりセンターや各部局で企画する事業を通じて、子どもがまちづくりを体験す

る機会を提供するなど、入門者から団体の担い手まで、幅広い人材を対象とした取組を行いま

した。 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】まちづくり人材育成講座修了者数(人) （累計） 

※ボランティアや広報・経理担当者など多様な人材ニーズへの対応の観点から、市民活動サポートセ

ンターで実施した各種の講座を人材育成講座と位置づけ、その受講者数で代替 

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ25 目標 

198 464 701 977 1,357 100 

＜資料＞札幌市市民自治推進室調べ 

13.4%

42.9%

39.4%

49.0%

13.2%

15.1%

24.5%

5.7%

47.0%

14.1%

30.2%

6.2%

16.2%

26.4%

8.7%

16.7%

15.6%

11.0%

4.6%

1.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

1.マネージャー（事業のとり

まとめ役）の確保

2.次期リーダーの育成

3.スタッフの確保

4.会員の確保

5.事業や行事の企画方法

6.助成金等の申請書類の

作成

7.団体の運営に関する能

力の向上

8.気軽に相談できる人や

機関の確保

9.活動資金の調達・確保

10.備品や機材の確保

11.活動場所の確保

12.サービスや商品の提供

先の確保

13.団体情報の発信

14.事業の開催やｲﾍﾞﾝﾄ等

への参加呼びかけ・PR

15.運営や活動に関する情

報取得

16.他団体との交流、連携

17.町内会など地域との連

携

18.企業との連携

19.その他

無回答

n=681（MA）

【表３】まちづくり活動団体の抱える課題 

＜資料＞札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の 

見直しに係るアンケート調査（平成25年7月） 
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＜資料＞札幌市市民自治推進室調べ 

【表４】町内会・自治会の加入率の推移 

75.6

51.5

64.2

37.3

48.8

37.9

35.1

27.6

20.1

25.9

27.1

12.7

12.2

23.9

16.1

18.5

17.3

35.7

20.9

47.0

35.3

40.0

39.8

37.6

39.5

33.1

31.3

34.5

33.1

18.3

23.4

16.5

3.7

8.8

7.8

10.3

11.8

15.4

14.8

22.3

25.9

19.8

23.7

34.2

34.7

16.1

32.1

24.4

3.3

3.9

7.1

5.3

4.1

6.7

10.4

12.6

14.6

21.1

17.8

18.6

19.9

41.7

28.5

40.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

役員のなり手が不足している

（n=1524）

特定の人しか参加しない

（n=1445）

役員が高齢化している

（n=1482）

活動内容が慣例化している

(n=1403)

活動の参加者が少ない

（n=1450）

住民の関心が少ない

（n=1452）

世代間交流が難しい

（n=1406）

活動の指導者がいない

（n=1400）

活動経験が不足している

（n=1371）

新旧住民の交流が難しい

（n=1376）

他の地域との連携が弱い

（n=1363）

活動のための情報が不足している

（n=1367）

活動のＰＲが不足している

（n=1367）

未加入世帯が多い

（n=1350）

予算が不足している

（n=1382）

活動や会議をする場所が少ない

（n=1386）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかというとそう思わない そう思わない

【表５】町内会の運営における課題 

＜資料＞札幌市市民自治推進室調べ 

活動を維持・発展させていくための活動資金の調達など

「経営資源」や「ノウハウ」に関するものが高い数値を

示していることから(表３)、今後は「人づくり」のみな

らず、運営基盤の強化やノウハウの蓄積など、団体運営

全般にわたる総合的な支援の必要性が高まっています。 

このため、各種講座等の内容を団体のニーズに応じて

さらに充実を図っていくとともに、NPO 法人関係事務が

平成 24 年４月に北海道から札幌市に移管され、より身

近できめ細かな対応が可能となったことを

活かし、NPO 法人の認証制度や税優遇措置が

受けられる認定制度などさまざまな制度の

普及・活用を進めていくことが重要です。 

また、古くから地域のまちづくりを担って

きた町内会などでも、加入促進に向けた各種

取組を実施しているところですが、依然とし

て『加入率の低下』傾向に歯止めがかからず

（表 4）、「役員や活動の担い手不足」、「活動

内容の慣例化」（表５）などの課題が顕在化

しています。このため、加入促進に向けた取

組に対する支援の充実とともに、地域のまち

づくりを担うさまざまな主体が相互に連携、

補完しながら地域課題に対応していける地

域団体のネットワーク化などの取組も重要

性を増しています。 

そのような状況を背景に、近年、地域課題

の複雑・多様化に伴い、関係する人や団体を

コーディネートしながら解決していく、コミ

ュニティ・デザイナーやタウン・マネージャ

ー

10

、活動を維持・発展させていくため寄

                            

10

 ワークショップなどのさまざまなコミュニケーション手法を用いながら、立場の異なる人と人をつなぎ、既存の地

域資源と新しいアイディアなどを組み合わせ、住民の力を引き出しながら地域や社会をよりよいものに変えていく人。

活動領域や用いる手法に応じて、コミュニティ・デザイナー、タウン・マネージャー、ソーシャル・デザイナーなど

と呼ばれる。 

83.0

77.9
76.8

75.7

73.1

70.5

70.0

75.0

80.0

85.0

元 5 10 15 20 25
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附・会費・助成などを得ていくスキルを有するファンドレイザー

11

といった専門的な能力を有す

る人材が活躍しているところであり、今後、団体のリーダーなどを中心に、このような高いコー

ディネート能力や課題解決能力を有する人材育成に力を入れていくことも必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            

11

 活動のための資金を集める能力を持つ人。広報スキルに留まらず、組織の成長・発展戦略を検討するなど幅広い能

力が求められる。日本ファンドレイジング協会の認定資格制度がある。 

【第１期の【第１期の【第１期の【第１期の評価評価評価評価】】】】    

〇 市民の高い学習意欲とその機会を提供する拠点施設の浸透。 

� 一方で受講後、参加に結びついていない。 

� 町内会、NPO など団体の課題は「人材」と「活動資金」。 

 

～第～第～第～第 2222 期に向けて踏まえ期に向けて踏まえ期に向けて踏まえ期に向けて踏まえるべき視点るべき視点るべき視点るべき視点～～～～    

□ 「学ぶ」、「参加する」機会をつなぐ方策。 

(重点施策１との連動性) 

□ 資金調達に関連する各種既存制度の活用や団体運営全般の総合的支援。 

□ 市民活動サポートセンターなどでのニーズをとらえた講座や相談機能の充実。 

□ 複雑・多様化する地域課題を総合的にコーディネートし解決する専門人材の育成。 
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重点施策３重点施策３重点施策３重点施策３    活動の場となる施設の機能強化活動の場となる施設の機能強化活動の場となる施設の機能強化活動の場となる施設の機能強化    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標としている『まちづくりセンターにおける市の担当部局による説明会、出前講座等の

会合の開催回数』は、平成 24 年度までは例年 700 回近くで推移していますが、平成 25 年度には

目標値を上回っています。 

ＮＰＯなどの団体への活動の場の提供については、支援拠点施設である市民活動サポートセン

ターに加え、市民活動プラザ星園でも場の提供を開始し、機能面においても重点施策２で触れた

とおり(10 ページ)、各種講座の開催などで充実を図ってきているところです。 

また、まちづくりセンターは、身近な地域の活動の支援拠点として、地域のさまざまな活動に

関わりを持ちながら運営され、このうち９カ所が地域の自主運営に移行し、主体的な取組がなさ

れてきています。しかし、市民に対するアンケートでは約 60％の人がまちづくりセンターでの取

組等を認知していないことから

12

、引き続き地域の多様な活動主体とのネットワークを広げると

ともに、多岐に渡るニーズに対応できるよう機能を強化し、身近な支援拠点としての役割を浸透

させる必要があります。 

 

                            

12

 22 年度第２回市民アンケート調査結果 「まちづくりセンターの仕事の認知度」 『知らなかった』(60.9%、N=5077) 

  22 年度「市民自治意識探究推進事業」アンケート(市民自治推進室) 「まちづくりセンターの認知度」 『名前も行っていること

も全く知らない』(37.9%)、『名前は知っているが行っていることを知らない』(22.6%)、(N=3124) 

【取組概要】【取組概要】【取組概要】【取組概要】    

活動拠点を持たない団体の支援のために、ＮＰＯなどの団体の活動拠点施設である市民活動

サポートセンターにおいて、専用ブースや交流スペースなど活動の場を提供するとともに、札

幌星園高等学校跡施設に市民活動プラザ星園を整備して団体の利用に供しました。また、地域

における活動の場を充実するために、地域のニーズや企画を反映した活動拠点の整備に対する

支援制度を創設しました。 

併せて、さまざまな支援ニーズに対応するために、市民活動サポートセンターで相談対応や、

市民に対する理解促進のための試みを行ったほか、９か所のまちづくりセンターが自主運営に

移行し、地域に密着した拠点運営を行っています。 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】    

まちづくりセンターにおける市の担当部局による説明会、出前講座等の会合の開催回数 

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ25 目標 

673 673 700 687 938 807 

＜資料＞札幌市市民自治推進室調 
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その一方でまちづくり活動団体に対するアン

ケート結果では、活動の場に対する支援への期

待として「身近な施設で打ち合わせや交流の場

等に利用できる会議室やスペースの設置や情報」

が引き続き高い割合を占めています（表６）。 

身近な地域における場の提供としては、区民

センターや地区センターといった公共施設の貸

会議室などがありますが、まちづくり活動団体

に対するアンケート結果では、「身近な施設で打

ち合わせや交流の場等に利用できる会議室やス

ペースの設置や情報」が引き続き高い割合を占

めていることから、今後はより身近に立地する

民間や既存の施設活用の重要性が高まるものと

考えられます。 

札幌市では、平成 24 年度から、地域住民の提案に基づき、空き地や空き家、既存の集会施設

を改修し、地域活動を活性化させる補助制度を開始したところですが、今後も、住民発意のこう

した取組への支援を継続していく必要があります。 

さらに地域の中では、コミュニティカフェ

13

などの飲食店や企業の理解・協力を得て、場の提

供を受けている例もあり、こうした「場」の資源を有効に活用し、情報収集し発信する方策等を

検討していくことも必要です。また、こうした「場」は、スペースとしての提供のみならず、ま

ちづくり活動への参加のきっかけとなるような役割が期待されるため、住民が気軽に集い、そし

て交流し、地域のまちづくり活動への参加に結びつけるなどの取組や機能の充実も併せて必要と

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

                            

13

出会い、交流を生み出し、地域に人と人とのネットワークを広げることを志向しているカフェ。Hokkaido コミュニティ Café クミ

アイ加盟の店舗(市内約 30)のほか多数が存在している。 

【第【第【第【第 1111 期の期の期の期の評価評価評価評価】】】】    

〇 市内中心部の拠点施設は一定程度充足。    

� 地域活動の支援拠点であるまちづくりセンターの認知・活用が十分でない。 

 

～第～第～第～第 2222 期に向けて踏まえる期に向けて踏まえる期に向けて踏まえる期に向けて踏まえるべき視点べき視点べき視点べき視点～～～～    

� まちづくりセンター機能の充実と役割の浸透。 

� 地域にあるさまざまな「場」の資源の活用。 

� 「場」の整備・創出とあわせて、交流や地域のまちづくり参加につながる「内容」・

「機能」を充実。 

 

【表６】活動の場について期待する支援 

＜資料＞札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の 

見直しに係るアンケート調査（平成 25 年 7 月） 

26.9%

54.2%

25.1%

21.7%

9.3%

6.5%

10.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

1.事務所スペースを廉価な家賃

で借りられる制度の新設や場

所の提供

2.身近な施設で打合せや交流の

場等に利用できる会議室やス

ペースの設置や情報

3.区内の公共施設で廉価に利用

できる印刷機、紙折り機等の

設置

4.公共施設で市民活動団体が使

えるパンフレットラックや情

報掲示板の設置

5.公共施設で市民活動団体が使

えるロッカーやレターケース

の設置

6.その他

無回答 n=681（MA）
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1.連携し

ている, 

59.6%

2.連携し

たいが

行ってい

ない, 

22.0%

3.連携し

たいと思

わない, 

13.2%

無回答, 

5.1%

n=681（SA）

【表７】他団体との連携状況と連携している団体の連携先 

＜資料＞札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の見直しに係るアンケート調査（平成 25 年 7 月） 

重点施策４重点施策４重点施策４重点施策４    市民まちづくり活動の多様な連携を促進市民まちづくり活動の多様な連携を促進市民まちづくり活動の多様な連携を促進市民まちづくり活動の多様な連携を促進    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標としている『連携を行っている活動団体の割合』は 60％前後と伸び悩み、目標値を下

回っています。 

この背景としては『連携したいが行っていない』団体が約 20％程度存在しながら（表７）、依

然として実際に他団体とつながっていないことが挙げられます。 

団体同士が知り合い、連携してまちづくりに取り組むきっかけとなるように、市民活動サポー

トセンターを中心に、交流や情報交換機会が設けられていますが、実際の連携に発展させていく

には、共通する課題や目標等を認識し合うことが前提となります。 

市の取組を通じて、障がいのある方への就労支援や、発展途上国支援、地産地消を進める複数

の団体が、共通する製品販売の面で、広告・PRや販売の専門家からアドバイスを受けながらイベ

ントを実施し、来客数や売上が大きく伸びた事例もあります。交流などの機会の提供とあわせ、

具体的な連携事例とその成果なども発信していくことが大事です。事例のような社会的課題での

連携の場合、アドバイザーやコーディネーターなどによる支援も必要と考えます。 

【取組概要】【取組概要】【取組概要】【取組概要】    

情報やノウハウの共有によるまちづくり活動の充実のために、市民活動サポートセンターを

中心に、団体同士の交流や情報交換の機会を設けるとともに、団体の活動内容を広く市民に知

ってもらうためのイベントなども開催しました。また、ＮＰＯなどの団体同士の連携や、地域

との連携による取組に対する支援の仕組みも整備しました。 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】連携を行っている活動団体の割合（％） 

Ｈ19 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ25 目標 

61.9 - - 63.7 - 59.6 70 

＜資料＞札幌市市民自治推進室調 

69.2%

45.1%

27.1%

24.9%

10.1%

20.4%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80%

1.他の市民活動団体

（ＮＰＯ、ボランティア団体等）

2.行政

3.町内会、自治会等の地縁団体

4.企業（商店街を除く）

5.商店街

6.その他

無回答 n=406（MA）
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また、連携の相手方としては、同種の団体がほとんどで、町内会や企業など異種団体との連携

は３割程度に留まっており、連携につながる仕組みが期待されています。 

このため市では、各分野における専門的知識・ノウハウや機動力を持つＮＰＯと、町内会をは

じめとする地域のまちづくりを担う団体や企業が、連携して地域課題に取り組む事業への補助を

開始したところです。地域課題は今後ますます、複雑・多様化すると予想され、異種団体が連携

することにより互いの強みを持ち寄り、相乗効果を発揮して課題解決していくことの重要性が増

すものと考えられます。そのため、地域と連携した取組に対する支援の継続とともに、その前提

となる多様な団体の詳細な情報提供や、団体同士が知り合える機会の創出、さらには団体をつな

ぐコーディネーターを育成していく必要があります。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第【第【第【第 1111 期の期の期の期の評価評価評価評価】】】】    

� 団体同士の連携支援が途上段階。連携を希望しながら実現できていない団体が２

割程度存在。 

～第～第～第～第 2222 期に向けて踏まえる期に向けて踏まえる期に向けて踏まえる期に向けて踏まえるべきべきべきべき視点～視点～視点～視点～    

� 異種団体連携の促進。 

� 複雑・多様化する地域課題を総合的にコーディネートし解決する専門人材の育成

と支援。 

(重点施策２との連動性) 
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重点施策５重点施策５重点施策５重点施策５    企業による社会的課題解決型事業の促進企業による社会的課題解決型事業の促進企業による社会的課題解決型事業の促進企業による社会的課題解決型事業の促進    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標としている『企業市民活動研究会による新たな

社会貢献活動の創出』とともに、企業が持つ施設や人材な

どの資源を活かし、市と複数の分野のまちづくりに連携・

協力しながら取り組んでいく「さっぽろまちづくりパート

ナー協定」や、各局区の施策・事業を企業の協力等により

進めていく個別協定締結などで、幅広いまちづくりの分野

において企業と市の協力関係の構築が進んできています

（表８）。 

平成 22 年度の市内企業に対する調査では、「地域・社会

貢献活動」を行っている企業は約４割強ですが、「現在は

取り組んでいないが、今後は地域・社会貢献活動に取り組み

たい」という意向を持つ企業が約３割あり、多くの企業が地域・社会貢献活動に関心・意欲を持

っていることが窺えます（表９,10）。 

【取組概要】【取組概要】【取組概要】【取組概要】    

企業の力を地域や社会的な課題解決に活かすために、企業やＮＰＯなどの団体が集まり、社

会貢献活動についての情報交換や学習などを行う企業市民活動研究会や、企業と札幌市が連

携・協力してまちづくりに取り組む各種協定の締結などの取組を進めました。 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】企業市民活動研究会による新たな社会貢献活動の創出（累計） 

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ25 目標 

10 22 - - - 30 

※20～22 年度までマッチングを実施 

23 年度からは企業の社会貢献活動をコーディネートする一般社団法人と協働し、 

参加企業の意向等を受け勉強会を中心に運営。 

※参考：まちづくりパートナー協定、各局区個別協定締結の状況 

取組項目 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 

パートナー協定 ３社 ２社（計５） １社（計６） ３社（計９） ０（計９） １社（計10） 

個別協定 － － － 
10局区 
31協定 

－ 
16局区 
36協定 

＜資料＞札幌市市民自治推進室調 

 

【表６】 

【表８】まちづくりパートナー協定 

協働事業分野別割合（８企業１団体） 

＜資料＞札幌市市民自治推進室調 

 

環境

30%

安心安全

8%

文化

0%
観光

6%
スポーツ

2%

健康

10%

食

0%

子ども

17%

青少年

1%

地域

21%

障がい高齢

2%

国際交流

3%
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7.4%

8.0%

23.7%

31.2%

22.4%

7.4%

0% 20% 40%

既存の取組に加え、今後は新たな地域・

社会貢献活動にも取り組みたい

既存の取組を発展させていきたい

既存の取組を今後も継続していきたい

現在は取り組んでいないが、今後は地域・

社会貢献活動に取り組みたい

地域・社会貢献活動をしようとは考えてい

ない

無回答 n=2,335（SA）

30.5%

12.2%

6.0%

48.3%

3.0%

0% 20% 40% 60%

積極的に取り組んでいる

不定期ではあるが取り組んでいる

過去に取り組んでいたが、現在は

していない

今までに一度も取り組んだことが

ない

無回答

n=2,335（SA）

【表９】地域・社会貢献活動の取組状況 【表 10】今後の地域・社会貢献活動への取組意向 

＜資料＞「企業の社会貢献の札幌スタイル構築事業」アンケート(市民自治推進室、平成 22 年) 

また意欲のある企業の約６割が、地域住民や町内会、あるいはＮＰＯ・ボランティア団体と連

携してまちづくり活動に取り組むことを希望しているため、これらの企業に地域・社会貢献活動

に取り組んでもらえるよう、コーディネートしていく必要があると考えます。 

企業が持つ施設や人材、ネットワークなどの資源はまちづくり活動にとって大きな力となりま

す。また、地域の活性化は、長期的には企業にとっても経営面にもプラスの効果を与えることも

期待できます。 

そのため、地域・社会貢献活動に関心のある企業に対して、手軽に取り組める活動の提案や、

地域などとの連携のコーディネートに力を入れ、お互いに継続的に発展できるような協力や連携

のあり方を見つけていくことが大切です。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

【【【【第１期の第１期の第１期の第１期の評価評価評価評価】】】】    

〇 個別協定など企業と市との連携が拡充。 

� 社会貢献活動に意欲があるが未着手の企業が３割程度存在。ノウハウの提供や町内

会・NPO とのコーディネートなどの支援が不十分。 

 

～第～第～第～第 2222 期に向けて踏まえる期に向けて踏まえる期に向けて踏まえる期に向けて踏まえる視点視点視点視点～～～～    

□□□□    未着手企業に対する提案やコーディネートの推進。 
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重点施策６重点施策６重点施策６重点施策６    地域における多様なふれあいの場の創出地域における多様なふれあいの場の創出地域における多様なふれあいの場の創出地域における多様なふれあいの場の創出    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標としている『身近に交流・ふれあいのできる場があると感じている市民の割合』はほ

ぼ目標を達成しており、子育て世代や、シニアなどを対象に、市全域にわたって約 570 近くのサ

ロンが地域主体で運営されています。これに加えて、新たな地域交流の場としてコミュニティカ

フェなども広がりつつある状況です。 

市民一人ひとりの価値観やライフスタイルの多様化が進行し、今後も、地域の人間関係の希薄

化や孤立化が懸念されています。そのため身近な地域に気軽に立ち寄れる「居場所」があり、集

い、交流できる場を今後も増やしていくとともに、支援機能の充実を図っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

【取組概要】【取組概要】【取組概要】【取組概要】    

コミュニティの活性化や市民同士の支えあいの促進のために、子育て、シニアなどの各種サ

ロン事業を実施・支援するとともに、町内会の地域イベントやコミュニティカフェで実施され

る地域交流促進の取組を支援しました。 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】身近に交流・ふれあいのできる場があると感じている市民の割合 

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ25 目標 

27.8 - - - 31.8 33.3 

＜資料＞札幌市市民自治推進室調 

※参考:地域主体の子育てサロン等の運営状況 

対象 中央 北 東 白石 厚別 豊平 清田 南 西 手稲 計 

子育て 21 23 24 14 13 23 13 23 20 21 195 

シニア 22 21 37 31 28 48 12 36 74 16 325 

障がい 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 5 

重複 7 3 5 5 3 6 3 6 7 4 46 

計 50 47 67 47 44 77 28 65 103 43 571 

 <資料>「札幌市地域サロン集いの場情報提供事業 実態調査」 保健福祉局調べ(22 年度) 

【第【第【第【第１１１１期の期の期の期の評価評価評価評価】】】】    

○ 市全域にわたり主体的に運営。 

～第～第～第～第 2222 期に向けて踏まえる期に向けて踏まえる期に向けて踏まえる期に向けて踏まえるべき視べき視べき視べき視点～点～点～点～    

� 「活動の場となる施設の機能強化(重点施策３)」との連動性 
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重点施策７重点施策７重点施策７重点施策７    市民まちづくり活動を広げる市民まちづくり活動を広げる市民まちづくり活動を広げる市民まちづくり活動を広げる寄附寄附寄附寄附文化の醸成文化の醸成文化の醸成文化の醸成    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標としている「さぽーとほっと基金への累計寄附金額」については目標を大きく上回り

ました。制度開始からこれまで、寄附・助成ともに件数・金額は増加傾向にあり、寄附文化は一

定程度市民に定着してきたといえます。 

一方で、内訳的には大口寄附の割合が高い状況から、今後さらに、幅広い市民への広がりを図

っていくことにより、制度の安定・継続性を担保し、市民活動団体が抱える課題でもある「活動

資金の調達」を補完する制度として、より機能していくことが期待できます。 

 

＜資料＞平成 25 年度第１回市民アンケート 

【表 12】NPO 法人への寄附について 

税控除などの

優遇措置の有

無に関係な

く、活動に共

感できれば寄

附してもよい, 

31.8%

税控除などの

優遇措置のあ

るＮＰＯ法人

で、活動に共

感できれば寄

附してもよい, 

25.8%

税控除などの

優遇措置の有

無に関係な

く、寄附したい

とは思わない, 

25.8%

その他, 6.7%

無回答, 9.8%

 

【表 11】さぽーとほっと基金に寄附した理由

＜資料＞札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の 

見直しに係るアンケート調査（平成25年 7月） 

40.8%

19.2%

20.0%

7.7%

47.7%

13.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

1.市内のまちづくり活動の促

進に協力したいと思ったから

2.税の軽減措置があったから

3.札幌市が設置・運営する制

度だから

4.知り合いや市民まちづくり

活動団体等に勧められたから

5.応援したい団体や活動が

あったから

6.その他 n=130（MA）

【取組概要】【取組概要】【取組概要】【取組概要】    

市民が市民の活動を支える「寄附文化」の醸成のために、市民や企業からの寄附を原資に市

民まちづくり活動に助成を行う市民まちづくり活動促進基金（愛称「さぽーとほっと基金」）の

運営と制度の普及・啓発を行いました。 

また、平成 24年 4 月から NPO 法人への寄附に対する税制優遇措置が拡充され、札幌市で事務

を開始したことから、制度の運営と普及を進めてきました。 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】さぽーとほっと基金への累計寄附金額（単位：千円） 

 
Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 

目標 

（H20-25 累計） 

累計寄附金額 

（単位：千円） 
35,546 82,007 146,541 234,326 394,817 496,578 150,000 

参考 

単年度寄附額 

（単位：千円） 

35,546 46,461 64,534 87,785 160,491 101,761  

寄附件数 

（単位：件） 

147 165 138 225 258 331  

助成額 

（単位：千円） 

23,090 20,409 45,750 64,965 70,664 94,021  

助成件数 

（単位：件） 

25 61 109 114 128 123  

＜資料＞札幌市市民自治推進室調 
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さぽーとほっと基金寄附者に対するアンケートによると、寄附をした理由としては「応援した

い団体や活動があったから」が最も多く（表 11）、寄附をする際に重要だと思うことについては

「活動内容に共感できる」、「会計の透明性が担保されている」などが上位を占めています。また、

60%弱の市民が、「活動に共感できれば寄附してもよい」と考えていることも明らかになりました

（表 12）。 

また、平成 24 年４月には税優遇措置がある認定 NPO 法人の要件が緩和されるとともに、自治

体ごとに個人住民税の優遇を付与する NPO 法人を条例で指定できる制度が創設され、札幌市でも

その運用を開始したところです。 

これらのことから、各種制度の税優遇措置などのメリットをしっかりと市民に伝えるとともに、

市民活動団体においては透明性の高い組織運営と、市民の理解と共感につながるような情報発信

を進めることが重要です。また、活動の目的や将来展望に合わせて「さぽーとほっと基金」や、

認定 NPO 法人などの各種制度を有効に活用し成長していくことができるよう、制度活用のための

情報提供や相談支援を併せて進める必要があります。 

また、重点施策１で触れたように、まちづくり活動への参加意欲がありながら実際の参加につ

ながっていない人に対して、寄附もまちづくり参加の一手段であることを周知し、市民が市民の

まちづくり活動を支える環境、寄附文化の醸成をより進めていくことが大切です。 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

  

【第【第【第【第１１１１期の期の期の期の評価評価評価評価】】】】    

〇 目標を大きく上回るさぽーとほっと基金への寄附。一定程度市民に定着。 

� しかし、大口寄附割合が高く、より幅広い市民への広がりや、団体の課題である

「資金調達」のための制度活用が必要。 

 

～第～第～第～第 2222 期に向けて踏まえる期に向けて踏まえる期に向けて踏まえる期に向けて踏まえるべき視べき視べき視べき視点～点～点～点～    

� 市民へのまちづくり参加の一手段としての寄附の普及。 

(重点施策１との連動性) 

� 市民活動団体の活動資金確保としての活用。 

(重点施策２との連動性) 
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第４章第４章第４章第４章    第２期基本計画の概要第２期基本計画の概要第２期基本計画の概要第２期基本計画の概要    

第１第１第１第１    策定策定策定策定にあたって踏まえるべきにあたって踏まえるべきにあたって踏まえるべきにあたって踏まえるべき事項事項事項事項    

第２期基本計画の策定にあたっては、第３章で検討した第 1 期基本計画の実績のほかに、札幌

市を取り巻く社会情勢の変化と、札幌市の施策の方向性を踏まえる必要があります。 

今後の札幌市は人口減少と並行して超高齢化や高齢単身世帯の増加に直面すると予想され

14

、

これに伴い、孤立化やまちづくりの担い手不足など、さまざまな地域課題が顕在化するものと見

込まれます。 

これらの課題に対応するために、札幌市では平成 25 年（2013 年）に『札幌市まちづくり戦略

ビジョン』を策定しました。 

同ビジョンでは、目指すべき都市像として「北海道の未来を創造し、世界が憧れるまち」、「互

いに手を携え、心豊かにつながる共生のまち」を設定しています。また、今後、戦略を持って取

り組むべきテーマの一つとして「暮らし・コミュニティ」を位置付け、「地域でのつながりや支

え合いによる共助の意識の醸成と、これらを補完する地域社会の仕組みづくり」、「誰もが社会に

参加できる環境づくり」、「まちづくり活動の担い手の育成や活動主体同士の連携による地域資源

の活用」などの施策を重点的に展開していくこととしています。 

 

  

                            

14

 『札幌市戦略ビジョン(ビジョン編)』（札幌市,2013 年）８頁～10 頁 

人口は平成 27 年（2015 年）前後をピークに減少に転じ、高齢単身世帯数は平成 27 年に９万世帯以上（平成 22 年

は約８万世帯）になると予想 
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第２第２第２第２    第２期基本計画の方向性第２期基本計画の方向性第２期基本計画の方向性第２期基本計画の方向性    

第３章第２で検討した重点施策１～７の評価等の中では、施策間の連動の必要性が明らかにな

った部分もあることから、これらを集約すると共に、策定にあたって踏まえるべき点を加味し、

第２期基本計画の方向性を４項目にまとめました。 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【第【第【第【第 1111 期の評価等（第２期に向けて踏まえるべき視点）】期の評価等（第２期に向けて踏まえるべき視点）】期の評価等（第２期に向けて踏まえるべき視点）】期の評価等（第２期に向けて踏まえるべき視点）】    

 

� 生活スタイル、状況に応じた多様な参加機会の創出。特に参加意欲のある人を実際

の活動に結び付ける方策 

� 「まちづくり活動」や「参加」のイメージの共有化と、まちづくりの担い手である

ことを実感してもらえる方策 

【重点施策１】多くの市民のまちづくり参加促進【重点施策１】多くの市民のまちづくり参加促進【重点施策１】多くの市民のまちづくり参加促進【重点施策１】多くの市民のまちづくり参加促進    

� 「学ぶ」、「参加する」機会をつなぐ方策(重点施策１との連動性) 

� 資金調達に関連する各種既存制度の活用や団体運営全般の総合的支援 

� 市民活動サポートセンターなどでのニーズをとらえた講座や相談機能の充実 

� 複雑・多様化する地域課題を総合的にコーディネートし解決する専門人材の育成 

【重点施策２】市民まちづくり活動を支える人づくり【重点施策２】市民まちづくり活動を支える人づくり【重点施策２】市民まちづくり活動を支える人づくり【重点施策２】市民まちづくり活動を支える人づくり    

� まちづくりセンターの認知拡大と役割の浸透 

� 地域にあるさまざまな「場」の資源の活用 

� 「場」の整備・創出とあわせて、交流や地域のまちづくり参加につながる「内容」・

「機能」を充実 

【重点施策３】活動の場となる施設の機能強化【重点施策３】活動の場となる施設の機能強化【重点施策３】活動の場となる施設の機能強化【重点施策３】活動の場となる施設の機能強化    

� 異種団体連携の促進 

� 複雑・多様化する地域課題を総合的にコーディネートし解決する専門人材の育成と

支援 

【重点施策４】市民まちづくり活動の多様な連携を促進【重点施策４】市民まちづくり活動の多様な連携を促進【重点施策４】市民まちづくり活動の多様な連携を促進【重点施策４】市民まちづくり活動の多様な連携を促進    

� 未着手企業に対する提案やコーディネートの推進 

【重点施策５】企業による社会的課題解決型事業の促進【重点施策５】企業による社会的課題解決型事業の促進【重点施策５】企業による社会的課題解決型事業の促進【重点施策５】企業による社会的課題解決型事業の促進    

� 「活動の場となる施設の機能強化(重点施策３)」との連動 

【重点施策６】地域における多様なふれあいの場の創出【重点施策６】地域における多様なふれあいの場の創出【重点施策６】地域における多様なふれあいの場の創出【重点施策６】地域における多様なふれあいの場の創出    

� 市民へのまちづくり参加の一手段としての寄附の普及 

� 市民活動団体の活動資金確保としての活用 

【重点施策７】市民まちづくり活動を広げる【重点施策７】市民まちづくり活動を広げる【重点施策７】市民まちづくり活動を広げる【重点施策７】市民まちづくり活動を広げる寄附寄附寄附寄附文化の醸成文化の醸成文化の醸成文化の醸成    
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【第２期基本計画の方向性】【第２期基本計画の方向性】【第２期基本計画の方向性】【第２期基本計画の方向性】 

１１１１    より多くの市民のまちづくり活より多くの市民のまちづくり活より多くの市民のまちづくり活より多くの市民のまちづくり活

動への理解と参加の促進動への理解と参加の促進動への理解と参加の促進動への理解と参加の促進 

●「自分ゴト化」の推進●「自分ゴト化」の推進●「自分ゴト化」の推進●「自分ゴト化」の推進    

「まちづくり」のイメージを、「他人のため」

から「私たちの暮らし」のための活動へと

転換 

２２２２    団体の運営基盤の強化と社会的団体の運営基盤の強化と社会的団体の運営基盤の強化と社会的団体の運営基盤の強化と社会的

課題の解決能力の向上課題の解決能力の向上課題の解決能力の向上課題の解決能力の向上    

●課題解決を目指した人づくり●課題解決を目指した人づくり●課題解決を目指した人づくり●課題解決を目指した人づくり    

地域の課題の解決に取り組む人や団体への

総合的支援 

 

３３３３    身近な地域における活動の場と交身近な地域における活動の場と交身近な地域における活動の場と交身近な地域における活動の場と交

流機会の創出流機会の創出流機会の創出流機会の創出    

●地域の交流を生み出す拠点整備●地域の交流を生み出す拠点整備●地域の交流を生み出す拠点整備●地域の交流を生み出す拠点整備    

身近な地域に点在し、住民の交流を生み出

す接点を整備・充実 

 

４４４４    多様な活動主体間の連携の促進多様な活動主体間の連携の促進多様な活動主体間の連携の促進多様な活動主体間の連携の促進    

●有機的連携の創出●有機的連携の創出●有機的連携の創出●有機的連携の創出    

多様な団体・企業・人材がそれぞれの強み

をかけ合わせ相乗効果をもたらす連携を推

進 

札幌市まちづくり戦略ビジョン札幌市まちづくり戦略ビジョン札幌市まちづくり戦略ビジョン札幌市まちづくり戦略ビジョン    

目指すべき都市像目指すべき都市像目指すべき都市像目指すべき都市像    

� 北海道の未来を創造し、世界が憧れる

まち 

� 互いに手を携え、心豊かにつながる共

生のまち 

社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢    

� 超高齢化 

� 孤立化 

� 地域課題の多様化 

戦略的に取り組むべきテーマ 

    

� 共助意識の醸成と地域社会の仕組み

づくり 

� 誰もが社会に参加できる環境づくり 

� まちづくり活動の担い手育成、主体同

士の連携による地域資源の活用 
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第３第３第３第３    第２期第２期第２期第２期基本基本基本基本計画の計画の計画の計画の構成構成構成構成    

１１１１    第２期基本計画の体系第２期基本計画の体系第２期基本計画の体系第２期基本計画の体系    

この基本計画は１ページで述べたとおり、促進条例の目的実現に向け、同条例の規定に基づき

策定されるものです。そのため、同条例の目的である「豊かで活力ある地域社会の発展のために」

を基本計画の目的とします。 

また、第２（23～24 ページ）でまとめた４つの方向性を基本目標に位置付け、各基本目標の達

成に必要な基本施策を体系化しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

２２２２    重点施策重点施策重点施策重点施策    

４つの基本目標のうち、基本目標１「『参加』～より多くの市民のまちづくり活動への理解と

参加の促進」については、他の３つの基本目標の前提となるべきものであり、各目標の達成をも

左右する最優先事項です。また、これに係る３つの基本施策は、相互に補い合い、波及しあうも

のであるため、全ての基本施策を重点施策と位置付けました。 

基本目標２「『向上』～団体の運営基盤の強化と社会的課題の解決能力の向上」、基本目標３「『交

流』～身近な地域における活動の場と交流機会の創出」、基本目標４「『連携』～多様な活動主体

間の連携の促進」については、目標の実現に大きく寄与する基本施策を重点施策としました。 

 

  

1.『参加』 

～より多くの市民のまちづく

り活動への理解と参加の促進 

2.『向上』 

～団体の運営基盤の強化と社

会的課題の解決能力の向上 

3.『交流』 

～身近な地域における場と交

流機会の創出 

◎1-1 まちづくりへの理解促進と参加の機運醸成 

◎1-2 市民の生活スタイルや状況に応じた多様な参加機会の提供 

◎1-3 団塊の世代・若者・子どものまちづくりへの参加促進 

2-1 まちづくり活動を行う団体に対する拠点施設での支援 

◎2-2 資金調達制度を活用した団体の運営基盤強化に向けた支援 

2-3 社会的課題の解決能力向上のための人材の育成 

3-1 地域交流活動の促進と支援 

◎3-2 地域交流の場の整備 

3-3 まちづくりセンターでの地域活動支援機能の充実 

4-1 連携促進に向けた環境の充実と地域のネットワーク化 

4-2 企業の社会貢献活動の促進 

◎4-3 異種連携の促進とコーディネート人材の育成 

「

豊

か

で

活

力

あ

る

地

域

社

会

の

発

展

の

た

め

に

」

 

4.『連携』 

～多様な活動主体間の連携の

促進 

目的 基本目標 基本施策（◎重点施策） 
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３３３３    成果指標成果指標成果指標成果指標と参考指標と参考指標と参考指標と参考指標    

施策の効果を測定し、効果的な取組を進めるため、成果指標を設定します。活動の内容や主体

が多岐に渡る市民まちづくり活動を単一の指標で測定することは困難なため、関連する複数の指

標を用います。 
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第５章第５章第５章第５章    第２期基本計画の第２期基本計画の第２期基本計画の第２期基本計画の基本基本基本基本目標と基本施策目標と基本施策目標と基本施策目標と基本施策    

基本目標１基本目標１基本目標１基本目標１    『参加』～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進『参加』～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進『参加』～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進『参加』～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進    

札幌市自治基本条例では、市民は、まちづくりの主役であり、市民相互の理解と協力でまちづ

くりを進めることを基本としております。自分たちのまちを住みよいまちにするため、市民一人

ひとりがまちづくりに参加していくことが大切です。 

また、多彩な知識・経験・ノウハウを有した多くの市民が参加することで、活動の充実化や活

発化を促進することが可能です。 

そこで、より主体的・積極的なまちづくり活動への参加を促進するために、「まちづくり活動」

や「参加」のイメージが市民間で共有され、まちづくりへの理解と参加の機運を醸成していくと

ともに、市民の誰もが担い手であることを実感してもらえるよう取組を進めます。 

また、まちづくり活動への関心や意欲の程度、子ども・若者から高齢者世帯など市民のさまざ

まな生活スタイルや状況に応じた多様な参加の手法や機会を創出するとともに、適切な情報提供

手段により、市民に十分に伝わるようにしていきます。 

とりわけ、地域のまちづくりの中核的な担い手である町内会については、加入率の低下と高齢

化の進行による活動の担い手不足を緩和するために、町内会活動の意義や役割を改めて浸透させ

ながら加入や活動への参加を促す取組に注力していきます。 

 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】    

把握事項 指標 Ｈ25 Ｈ30 目標 

参加の実感 市民まちづくり活動に参加したことのある人の割合 32.4% 70.0% 

町内会加入 町内会加入率 70.5% 74.0% 

寄附による参加 

さぽーとほっと基金への寄附件数 331 件 360 件 

さぽーとほっと基金への寄附金額（累計） 約 4億 9,600 万円 7 億 4,000 万円 
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【【【【基本施策基本施策基本施策基本施策】】】】    

１－１１－１１－１１－１    重点施策重点施策重点施策重点施策    まちづくりへの理解促進と参加の機運醸成まちづくりへの理解促進と参加の機運醸成まちづくりへの理解促進と参加の機運醸成まちづくりへの理解促進と参加の機運醸成    

「まちづくり活動」や「参加」のイメージがしっかりと市民に共有され、市民一人ひとりが

まちづくりの担い手であることを実感できるように取組を進めます。 

そのためには、まず、町内会やＮＰＯ、企業、商店街などさまざまな主体による取組を広く

情報発信していきます。発信に際しては、まちづくり活動の意義や、誰もがまちづくりの担い

手であることが伝わり、共感を得て行動を促す内容となるよう努めます。 

このほかに、まちづくりへの理解促進と活動への参加の機運を醸成するために、地域の課題

を考えるワークショップを通じた地域内の課題意識の共有や、まちづくり活動への参加を促す

人材の育成に取り組みます。 

 

 

    

    

１－２１－２１－２１－２    重点施策重点施策重点施策重点施策    市民の生活スタイルや状況に応じた多様な参加機会の市民の生活スタイルや状況に応じた多様な参加機会の市民の生活スタイルや状況に応じた多様な参加機会の市民の生活スタイルや状況に応じた多様な参加機会の提供提供提供提供    

年齢や仕事の有無、朝や昼休み時、夜、平日・土日祝日など、さまざまな市民の生活スタイ

ルや状況に対応するために、多様な参加の手法、機会を提供していきます。 

例えば、ボランティアや地域活動に関わる講座受講者に対しては、実際に行われている「ま

ちづくり活動」や団体の情報を提供し、健康や時間などの事情で実際に活動を行うことが難し

い方には、まちづくり活動への寄附を通じた間接的な参加方法を紹介するなど、参加機会・参

加手法の情報提供に取り組みます。 

これらの取組により、「知る・学ぶ」「参加する」「担う」など、市民の生活スタイルと意欲

に応じて参加の場を提供できるようにするとともに、継続的な活動や参加につながるよう、ま

ちづくり活動の意義や楽しさ、やりがいが実感できる方法も創出していきます。 

また、こうした「まちづくり活動」の参加機会や手法を、受け取る市民の状況に応じて適切

な方法で伝えるために、情報提供にあたっては、市民が手軽にまちづくり活動の情報を入手で

きるよう、電子媒体を含む適切な情報伝達方法に留意するとともに、まちづくり活動の担い手

である団体が市民に参加を呼びかける際の情報発信への支援にも取り組みます。 

 

 

 

 

【関連する事業：【関連する事業：【関連する事業：【関連する事業：計画事業一覧表１～計画事業一覧表１～計画事業一覧表１～計画事業一覧表１～11111111（（（（40404040 ページ）ページ）ページ）ページ）】】】】    

○ 町内会の意義や役割を伝えるテレビＣＭ 

○ 「さぽーとほっと基金」への寄附を通じたまちづくり参加の呼びかけ など 

【関連する事業【関連する事業【関連する事業【関連する事業：：：：計画事業一覧表計画事業一覧表計画事業一覧表計画事業一覧表 12121212～～～～28282828（（（（41414141 ページ～ページ～ページ～ページ～42424242 ペーペーペーページ）】ジ）】ジ）】ジ）】    

○ まちづくり活動への寄附つき商品等の販売・購入機会の創出 

○ まちづくり活動関係の講座参加者への活動機会の情報提供 など 
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１－３１－３１－３１－３    重点施策重点施策重点施策重点施策団塊の世代・若者・子どものまちづくりへの参加促進団塊の世代・若者・子どものまちづくりへの参加促進団塊の世代・若者・子どものまちづくりへの参加促進団塊の世代・若者・子どものまちづくりへの参加促進    

町内会やＮＰＯなどはいずれも担い手不足が課題となっており、人材の確保のための支援が

必要です。そのため、これまでの知識や経験を活かし中核的な担い手としての活躍が期待され

る団塊の世代や、社会に出る前段階の大学生を中心とした若者の、まちづくり活動への参加促

進に力を入れていきます。 

併せて、中長期的な観点から、将来のまちづくりを担う人材の育成及び確保のため、地域の

さまざまな人材の力も借りつつ、子どもに対しても、自分たちの声がくみ取られ楽しさややり

がいが感じられるようまちづくりの参加・体験機会を設けていきます。 

 

 

 

 

 

 

【関連する事業：計画事業一覧表【関連する事業：計画事業一覧表【関連する事業：計画事業一覧表【関連する事業：計画事業一覧表 29292929～～～～37373737（（（（42424242 ページ）】ページ）】ページ）】ページ）】    

○ 子どもまちセン 1 日所長（子どものまちづくり活動体験機会創出） 

○ 札幌シニア大学（高齢者を対象とした地域リーダー育成）の運営 など 
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基本目標２基本目標２基本目標２基本目標２    『向上』～団体の運営基盤の強化と社会的課題の解決能力の向上『向上』～団体の運営基盤の強化と社会的課題の解決能力の向上『向上』～団体の運営基盤の強化と社会的課題の解決能力の向上『向上』～団体の運営基盤の強化と社会的課題の解決能力の向上    

安定的、継続的に課題解決に取り組むことができるまちづくり活動の育成のために、まちづく

り活動を行う団体への相談支援や各種の支援情報提供を行うとともに、特に、団体運営の課題で

あるヒト(人材)、モノ・カネ(活動資金など)の確保と、これらと密接に関係する情報(ノウハウ)

を総合的に支援する施策を進めます。 

また、複雑・多様化する課題に対応するために、さまざまな団体や企業などをコーディネート

し、解決に導くことのできる人材育成に取り組みます。 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】    

把握事項 指標 Ｈ25 Ｈ30 目標 

組織化 

市民活動サポートセンター登録団体数 2,280 団体 2,500 団体 

認証 NPO 法人数 887 団体 1,100 団体 

資金調達力 さぽーとほっと基金団体指定寄附件数 144 件 150 件 

運営基盤 認定 NPO 法人・仮認定 NPO 法人・条例個別指定 NPO 法人数 11 団体 30 団体 

【【【【基本施策基本施策基本施策基本施策】】】】    

２－１２－１２－１２－１    まちづくり活動を行う団体に対する拠点施設での支援まちづくり活動を行う団体に対する拠点施設での支援まちづくり活動を行う団体に対する拠点施設での支援まちづくり活動を行う団体に対する拠点施設での支援    

まちづくり活動を行う団体へ活動の場を提供するために、市内中心部の市民活動サポートセ

ンターと市民活動プラザ星園で、打合せ場所や団体専有スペースの貸出を行います。また、ま

ちづくり活動への総合的な支援を行うために、利便性のよい市民活動サポートセンターで、引

き続き事業運営に関する相談や、ニーズをとらえた情報提供などを行うとともに、まちづくり

活動団体の共通課題である、ヒト(人材)、モノ・カネ(活動資金など)の確保につながる研修や

情報提供に取り組んでいきます。 

一方、地域の実情に沿った支援を行うために、市内 87 カ所にあるまちづくりセンターでは、

引き続き、町内会などへの情報提供や相談への対応に取り組んでいきます。 

また、特に運営を担う人材の確保のためには、基本目標１で触れた多様な市民の状況を踏ま

えた「知る・学ぶ」、「参加する」などの段階的な機会提供で「担う」につなげていくほか、期

間や役割を限定するなどしたボランティアや、専門的な知識・技能をもったプロボノ

15

の取組

を社会貢献に関心のある企業などに協力依頼することも検討していきます。 

 

                            

15

仕事上の技能や知識を活かして活動を行うボランティア。現在は士業やデザイナーなど高い専門性の職業を持った方の活躍が知ら

れつつあるが、営業や事務などより広範なビジネス能力を持った方々も市民まちづくり活動の活性化の力になると考えられる。 
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２－２２－２２－２２－２    重点施策重点施策重点施策重点施策    資金調達制度を活用した団体の運営基盤強化に向けた支援資金調達制度を活用した団体の運営基盤強化に向けた支援資金調達制度を活用した団体の運営基盤強化に向けた支援資金調達制度を活用した団体の運営基盤強化に向けた支援    

活動資金の確保による団体の運営基盤の強化のために、基本目標１で触れた、市民の寄附を

通じたまちづくりへの参加を進めるとともに、団体において透明性の高い運営を行い、また、

その活動に市民の理解と共感を得ることができるように情報発信能力等を高めていくための

支援に取り組みます。 

併せて、町内会や任意団体なども含め、広く地域に密着した活動を行う団体を対象とするさ

ぽーとほっと基金や、認定 NPO 法人制度などの各種制度を使いこなして、さまざまな団体が活

動資金の調達や運営基盤の強化を進めることができるよう、情報提供や相談対応などの制度活

用支援も行っていきます。 

 

 

 

 

 

２－３２－３２－３２－３    社会的課題の解決能力向上のための人材の育成社会的課題の解決能力向上のための人材の育成社会的課題の解決能力向上のための人材の育成社会的課題の解決能力向上のための人材の育成    

市民まちづくり活動団体の課題解決能力の向上のために、複雑・多様化する課題の解決を目

指してまちづくり活動を行う団体や、団体同士が連携することで課題解決能力を高める取組を

引き続き支援していきます。これに加え、事業活動を通じて社会課題の解決に取り組むコミュ

ニティビジネス・ソーシャルビジネスの起業家支援や、地域の関係する人やさまざまな団体・

企業などをコーディネートしながら地域課題の解決を導く人材の育成に取り組みます。 

 

 

 

 

     

【関連する事業【関連する事業【関連する事業【関連する事業：：：：計画事業一覧表計画事業一覧表計画事業一覧表計画事業一覧表 38383838～～～～42424242（（（（43434343 ページ）ページ）ページ）ページ）】】】】    

○ まちづくりセンターにおける町内会の運営に関する相談や事業実施の支援 

○ 市民活動サポートセンターにおける団体運営等への相談や助成金情報の提供 など 

【関連する事業【関連する事業【関連する事業【関連する事業：：：：計画事業一覧表計画事業一覧表計画事業一覧表計画事業一覧表 43434343～～～～45454545（（（（43434343 ページ）ページ）ページ）ページ）】】】】    

○ 市民活動サポートセンターにおける会計等の実務講座 

○ さぽーとほっと基金の活用事例の紹介や、認定制度・条例個別指定制度の活用を目指

す団体のためのセミナー など 

【関連する事業【関連する事業【関連する事業【関連する事業：：：：計画事業一覧表計画事業一覧表計画事業一覧表計画事業一覧表 46464646～～～～56565656（（（（44444444 ページ）ページ）ページ）ページ）】】】】    

○ 生涯学習センター、ボランティア活動センター及び地域の拠点施設における各種講座 

○ ソーシャルビジネス起業人材、コーディネーター人材の育成 など 
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基本目標３基本目標３基本目標３基本目標３    『交流』～身近な地域における場と交流機会の創出『交流』～身近な地域における場と交流機会の創出『交流』～身近な地域における場と交流機会の創出『交流』～身近な地域における場と交流機会の創出    

各地域の特性や実情に応じて、人と人の関わりやつながりをつくる活動を促進するために、引

き続き、地域交流活動の促進支援と、地域にあるさまざまな「場」の資源活用支援、そしてこれ

らの支援拠点となるまちづくりセンターのさらなる機能強化と活用を図っていきます。 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】    

把握事項 指標 Ｈ25 Ｈ30 目標 

交流の実感 身近に交流の機会があると感じている人の割合 31.8% 40.0% 

場の整備 整備・創出された地域活動の場の数（累計） 20 件 

100 件 

(H26-30 計) 

まちセンの活用 まちづくりセンターを核とした地域の活動数（累計） 1,006 件 1,060 件 

    

【【【【基本施策基本施策基本施策基本施策】】】】    

３－１３－１３－１３－１    地域交流活動の促進地域交流活動の促進地域交流活動の促進地域交流活動の促進    

地域の人間関係の希薄化や孤立化が今後も懸念されるため、子育てやシニアなどを対象とし

た交流や、地域の世代間の交流を進める事業など、地域が主体となった取組への支援を引き続

き進めていきます。 

 

 

    

    

３－２３－２３－２３－２    重点施策重点施策重点施策重点施策    地域交流の場の整備地域交流の場の整備地域交流の場の整備地域交流の場の整備    

子どもから高齢者まで幅広い地域住民が交流するためには、歩いて行ける範囲内にさまざま

な交流拠点や活動拠点が立地し、それぞれの利用者が行き来できることも大切です。 

このため、地域の身近な交流や活動の拠点の充実を目的に、空き家や空き地、老朽化した市

民集会施設などを活用しながら、地域の活動の場を市民が企画し整備する場合の支援を引き続

き実施していきます。 

また、多世代が集う交流の場となるように、学校施設と児童会館やまちづくりセンターなど

の複合化に向けた取組を進めるとともに、徒歩生活圏内における施設や行政機能の配置のあり

方（「地域コミュニティエリア」）についても検討していきます。 

このほか、地域で活動する団体の中には、コミュニティカフェなどの飲食店や企業の理解・

協力を得て場の提供を受けている例もあり、こうした「場」の資源を有効に活用するため、こ

【関連する事業【関連する事業【関連する事業【関連する事業：：：：計画事業一覧表計画事業一覧表計画事業一覧表計画事業一覧表 57575757～～～～60606060（（（（45454545 ページ）ページ）ページ）ページ）】】】】    

○ 各種サロンや地域での交流事業の支援 

○ コミュニティカフェ等の場を活用した交流促進活動への支援 など 
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のような「場」の情報を収集し発信していきます。 

さらにこうした「場」は、スペースとしての提供のみならず、まちづくり活動への参加のき

っかけとなるような役割が期待されるため、住民が気軽に集い・交流し、そして地域のまちづ

くり活動への参加に結びつけることができるように、交流活動の活性化支援に取り組みます。 

 

 

 

 

３－３３－３３－３３－３    まちづくりセンターでの地域活動支援機能の充実まちづくりセンターでの地域活動支援機能の充実まちづくりセンターでの地域活動支援機能の充実まちづくりセンターでの地域活動支援機能の充実    

今後、地域課題が複雑・多様化する中で、地域住民が交流を深めながら地域の課題を共有し、

意見を交わしながら将来像を描き、助け合いながらまちづくりを進めていくことのできる関係

を構築することが重要になってきます。 

そこで、まちづくりセンターでは、身近な地域活動の支援拠点として地域の多様な担い手の

交流を進めるとともに、さまざまな活動の取組事例や地域課題の把握、分析のための情報提供

機能を強化し、住民によるまちづくり活動のビジョン作りなど、地域が主体となった課題解決

の取組への支援機能を充実します。 

各地域の抱える課題は多種多様化しており、地域課題にきめ細かく対応するためには、実情

を最もよく知る地域の住民との協働により、それぞれの地域特性を踏まえたまちづくりを実施

していく必要があります。そのため、まちづくりセンターの自主運営化を進めています。 

現在、９カ所が地域の自主運営に移行し、主体的な取組がなされていますが、自主運営まち

づくりセンターに対しては円滑な運営と、地域の独自性のより一層の発揮のために、情報提供

や研修、専門家による派遣相談など側面的な支援の充実を図っていきます。 

 

     

【関連する事業【関連する事業【関連する事業【関連する事業：：：：計画事業一覧表計画事業一覧表計画事業一覧表計画事業一覧表 61616161～～～～69696969（（（（45454545 ページ）ページ）ページ）ページ）】】】】    

○ 地域活動の場整備支援事業（市民の企画提案による地域拠点整備） 

○ 二条小学校の複合化（まちづくりセンター・児童会館の併設） など 

【関連する事業【関連する事業【関連する事業【関連する事業：：：：計画事業一覧表計画事業一覧表計画事業一覧表計画事業一覧表 70707070～～～～75757575（（（（46464646 ページ）ページ）ページ）ページ）】】】】    

○ 「まちづくりのレシピ」整備（取組事例の共有） 

○ 「戦略的地域カルテ・マップ」の整備活用（地域課題の情報提供） など 
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基本目標４基本目標４基本目標４基本目標４    『連携』～多様な活動主体間の連携の促進『連携』～多様な活動主体間の連携の促進『連携』～多様な活動主体間の連携の促進『連携』～多様な活動主体間の連携の促進    

地域においては町内会や企業・商店街、ＮＰＯ、学校、ＰＴＡ、子ども会、消防団、福祉のま

ち推進センターなど、さまざまな団体や組織があり、地域社会の一員としての役割を担っていま

す。 

複雑・多様化する地域課題に対して、これらの団体等が連携し、それぞれの強みを活かしなが

ら解決していくことができるような環境づくりを進めるため、まず、さまざまな主体同士が連携

するきっかけとなるような機会の創出や連携して行う事業への支援を行います。さらに、さまざ

まな団体が参加したまちづくり協議会をはじめ、恒常的な地域ネットワークの組織化、活性化を

進めます。 

また、企業が持つ施設や人材などを、より一層まちづくりに活かすため、社会貢献活動に関心・

意欲がある企業に、気軽に取り組めるメニューの提案や、町内会やＮＰＯが既に行うまちづくり

活動への参加などを提案していく必要があります。 

さらに、複雑・多様化する課題の解決に向けて、異種団体同士の連携を進めるため、これをコ

ーディネートできる専門的な人材育成（コミュニティ・デザイナー等）を進めます。 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】    

把握事項 指標 Ｈ25 Ｈ30 目標 

団体の連携 連携している市民まちづくり活動団体の割合 59.6% 70.0% 

企業との連携 市と協定を締結している企業の数 341 件 400 件 

異種団体の連携 異種団体と連携している市民まちづくり活動団体の割合 33.1% 40.0% 

    

【【【【基本施策基本施策基本施策基本施策】】】】 

４－１４－１４－１４－１    連携促進に向けた環境の充実と地域のネットワーク化連携促進に向けた環境の充実と地域のネットワーク化連携促進に向けた環境の充実と地域のネットワーク化連携促進に向けた環境の充実と地域のネットワーク化    

地域のさまざまな活動主体が連携していくためには、まず、まちづくり活動を行うさまざま

な団体がどのような活動を行っているのかを知ることが必要です。そのため、まちづくり活動

に取り組む各種団体の活動内容の共有化を進め、団体同士が知り合えるきっかけとなる交流機

会を広げていきます。あわせて、具体的な連携事例とその成果などの情報発信にも取り組みま

す。 

また、さまざまな団体が必要なときに速やかに集まり、そして話し合い、課題解決に向け具

体的行動に移すことができるよう、まちづくり協議会をはじめ、恒常的な地域ネットワークの

組織化、活性化を進めます。 
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４－２４－２４－２４－２    企業の社会貢献活動の促進企業の社会貢献活動の促進企業の社会貢献活動の促進企業の社会貢献活動の促進    

多くの企業が社会貢献活動への意欲を持っていることから、これを地域的な機運として盛り

上げるため、これまで取り組まれている事例を共有化できるよう情報発信していきます。 

また、意欲がありながらも未着手の企業を支援するために、気軽に取り組める社会貢献機会

や場の創出、町内会・ＮＰＯが既に行っているまちづくり活動への参加の提案などコーディネ

ートをしていきます。 

 

 

 

 

 

４－３４－３４－３４－３    重点施策重点施策重点施策重点施策    異種連携の促進とコーディネート人材の育成異種連携の促進とコーディネート人材の育成異種連携の促進とコーディネート人材の育成異種連携の促進とコーディネート人材の育成    

複雑・多様化する地域課題に対して、町内会と企業、ＮＰＯが連携するなど、まちづくり活

動を行う異種団体が連携することで、互いの強みを持ち寄り、相乗効果を発揮し解決すること

が今後さらに重要になってきます。 

例えば、高齢者等と関わる機会のある業務を行う団体が、地域と見守り活動で連携するなど、

さまざまな課題に対する取組が考えられます。 

このように相乗効果を発揮する有機的な連携を創出するため、地域等での異種団体同士が連

携した事業に対する支援を行うとともに、さまざまな地域の課題を、地域にある団体や人材、

資源をコーディネートしながら解決に導くことのできる人材の育成に取り組みます。 

 

 

 

 

 

  

【関連する事業【関連する事業【関連する事業【関連する事業：：：：計画事業一覧表計画事業一覧表計画事業一覧表計画事業一覧表 76767676～～～～82828282（（（（47474747 ページ）ページ）ページ）ページ）】】】】    

○ 地域カルテ・マップを活用した地域でのワークショップ 

○ 区民協議会・まちづくり協議会等に対する運営や事業実施の支援 など 

【関連する事業【関連する事業【関連する事業【関連する事業：：：：計画事業一覧表計画事業一覧表計画事業一覧表計画事業一覧表 83838383～～～～85858585（（（（47474747 ページ）ページ）ページ）ページ）】】】】    

○ さっぽろまちづくりパートナー協定の推進 

○ 企業の社会貢献活動機会の創出（「買って食べてＳＡＰＰ‿ＲＯ」） など 

【関連する事業【関連する事業【関連する事業【関連する事業：：：：計画事業一覧表計画事業一覧表計画事業一覧表計画事業一覧表 86868686～～～～92929292（（（（48484848 ページ）ページ）ページ）ページ）】】】】    

○ ＮＰＯによる地域ネットワーク事業（ＮＰＯと地域のマッチング） 

○ 地域の連携を構築しつつ課題の解決を導くコーディネーター人材の育成 など 
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第６章第６章第６章第６章    計画の推進にあたって計画の推進にあたって計画の推進にあたって計画の推進にあたって    

第１第１第１第１    進捗管理進捗管理進捗管理進捗管理    

１１１１    成果指標と事業実施状況の確認成果指標と事業実施状況の確認成果指標と事業実施状況の確認成果指標と事業実施状況の確認    

４つの基本目標ごとに設定した成果指標の情報を適宜収集して取りまとめるとともに、本

基本計画に位置付けた事業の所管部局等に実施状況を照会し、基本計画の進捗を把握するこ

ととします。 

このほかに、施策の効果的な推進のために必要な事項については随時情報収集に努めます。 

２２２２    市民まちづくり活動促進テーブルの活用市民まちづくり活動促進テーブルの活用市民まちづくり活動促進テーブルの活用市民まちづくり活動促進テーブルの活用    

1 で把握した成果指標及び計画事業の実施状況については、PDCA サイクルの一環として、

毎年度、附属機関である市民まちづくり活動促進テーブルに報告し、実施方法や効果的な進

め方について意見を聞き、事業の改善に役立てます。 

３３３３    計画の見直し計画の見直し計画の見直し計画の見直し    

この基本計画の計画期間は平成 26 年度から５年間を想定していますが、急激な社会状況

等の変化により、市民まちづくり活動促進テーブルの意見を聞きながら、必要に応じて見直

しをできることとします。 

第２第２第２第２    推進体制推進体制推進体制推進体制    

１１１１    庁内連携による事業推進庁内連携による事業推進庁内連携による事業推進庁内連携による事業推進    

これまで、地域のまちづくり活動の中核的役割を担ってきた町内会などの地域団体に対し

ては、区役所・まちづくりセンターが中心となって密接な関係を築いてきました。 

一方、新たな担い手であるＮＰＯ、企業による活動については、環境や保健福祉、子ども

など、それぞれの専門的な活動分野に応じ、当該分野を所管する部局が関連する場合も少な

くなく、地域の多様な担い手が連携した取組などへの対応に際しては、これら所管部局の情

報共有と連携が重要となってきます。 

また、社会情勢の変化に伴い地域課題が複雑・多様化する中で、市民の自発的なまちづく

り活動だけでは解決できない課題や、行政の既存の支援制度や事業では対応が困難な課題、

さらには部局複合的な課題なども顕在化してきています。    

このため、基本計画の推進にあたっては、地域が抱える課題等を速やかに関係部局間で共

有し、必要となる対応策について協議・検討できるよう、部局横断的な対応体制の整備など

についても検討を進めます。 
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２２２２    関係機関関係機関関係機関関係機関等等等等との連携との連携との連携との連携    

北海道全域のＮＰＯ法人の認証・認定事務及び市民活動に対する支援を行う北海道庁や、

まちづくり活動団体に対する支援を行う公益的団体、中間支援組織、教育機関、企業や経営

者の団体などとも適切な役割分担と協力関係の構築を進めていきます。 
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付属資料付属資料付属資料付属資料    
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◆ 計画事業計画事業計画事業計画事業一覧表一覧表一覧表一覧表 

 

※ 基本施策項目のうち◎印は重点施策に該当 

 

  

　

No. 施策/事業名 部局

再

掲

事業概要

新規

レベ

既存

基本目標１　『参加』基本目標１　『参加』基本目標１　『参加』基本目標１　『参加』～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進

◎１－１ まちづくりへの理解促進と参加の機運醸成◎１－１ まちづくりへの理解促進と参加の機運醸成◎１－１ まちづくりへの理解促進と参加の機運醸成◎１－１ まちづくりへの理解促進と参加の機運醸成

1

まちづくり戦略ビ

ジョン推進事業

政）政策

企画部

まちづくりの新たな指針である「まちづくり戦略ビジョン」を官民一体と

なって推進するため、市民向けの普及啓発等を実施します。

新規

2

町内会活動総合支援

事業

市）市民

自治推進

室

町内会加入率の向上を図るため、町内会活動の意義や重要性のＰＲ、地域の

活動に関する情報発信、不動産関連団体との連携事業を実施します。

既存

3

市民参加メールマガ

ジンの発行

市）市民

自治推進

室

市民参加の促進を目的として、「市政に参加する」「まちづくり活動に参加

する」という二つの参加機会の情報を月１～２回配信します。

既存

4

社会課題解決人材の

育成（市民まちづく

り活動促進総合事

業）

市）市民

自治推進

室

地域の多様な活動主体による地域課題の解決を促進するため、課題を共有

し、共感を得ながら地域住民の知恵と参加や支援を引き出し、ネットワーク

を構築しながら社会課題の解決に取り組むコーディネーター人材を育成する

ワークショップなどを実施します。

新規

5

さっぽろまちづくり

パートナー協定

（さっぽろまちづく

りパートナー企業PR

事業）

市）市民

自治推進

室

企業によるまちづくり活動（地域・社会貢献）を普及促進するため、企業と

札幌市が協力して包括的にまちづくりに取り組むことを定める「さっぽろま

ちづくりパートナー協定」締結企業の活動を広く市民に紹介し、企業の関心

と意欲を喚起するとともに、パートナー企業の拡大に向けた取組を行いま

す。

併せて、協定締結企業の一部店舗に設置したパンフレットコーナーをまちづ

くり活動団体の周知・活動ＰＲに活用し、まちづくり活動への理解を促進し

ます。

既存

6

さぽーとほっと基金

（市民まちづくり活

動促進総合事業）

市）市民

自治推進

室

市民や企業からの寄附を、町内会やボランティア団体、ＮＰＯ等が行うまち

づくり活動に助成することで、寄附を通じたまちづくりの機会を創出すると

ともに、財政面のみならず、物的・人的に市民が市民の活動を支える機運を

醸成します。

既存

7

市民活動サポートセ

ンターを拠点とした

イベントや各種の情

報発信（市民活動サ

ポートセンター運営

管理）

市）市民

自治推進

室

市民活動団体の活動の広報や理解促進を目的として、市民活動ポータルサイ

トの運営やメールマガジンの発行により、市民まちづくり活動に関する情報

発信を行うとともに、ＮＰＯ活動に対する理解を促進する講座の開催や、札

幌駅北口エルプラザや札幌駅前通地下歩行空間で、市民活動を紹介するイベ

ントを実施します。

既存

8

子どもサポーター養

成講座（子どもの権

利の推進事業）

子）子ど

も育成部

子どもの権利条例に基づき、地域のまちづくりなどへの「子どもの参加」を

促進するため、子どもの活動をサポートする大人（子どもサポーター）を対

象として、具体的な子どもの参加の事例について学ぶとともに、グループ

ワークを通し、子どもの主体性を引き出すコミュニケーションなど実践的な

技能の習得を目指す講座を開催します。

既存

9

商店街地域連携促進

事業

経）産業

振興部

商店街の新たな役割や可能性の発見と地域課題解決のアイディアを創出する

「場」を構築することを目的に、地域コミュニティの担い手である商店街

の、多様な地域団体等（町内会、ＮＰＯ、大学及び民間事業者等の団体や地

域で活動している個人等）と連携した地域課題の解決に向けた取組の企画・

実施に対し、支援を行います。

レベ

10

ボランティア活動等

の体験的な学習の充

実

教）学校

教育部

子どもの豊かな人間性や社会性を育むため、発達の段階に応じた多様な人々

との触れ合いやボランティア活動の体験活動について、各園、学校の特色あ

る取組の事例をまとめ、普及啓発を図ることにより、各園・学校における体

験活動の充実を図ります。

新規

11

学校を支援するボラ

ンティア活動の推進

教）学校

教育部

学校を支援するボランティア活動の促進を図るため、学校の教育活動に必要

な支援の情報を地域、企業、大学等に積極的に発信します。

新規

基

本

施

策

基

本

目

標
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※ 基本施策項目のうち◎印は重点施策に該当  

　

No. 施策/事業名 部局

再

掲

事業概要

新規

レベ

既存

基本目標１　『参加』基本目標１　『参加』基本目標１　『参加』基本目標１　『参加』～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進

◎１－２ 市民の生活スタイルや状況に応じた多様な参加機会の提供◎１－２ 市民の生活スタイルや状況に応じた多様な参加機会の提供◎１－２ 市民の生活スタイルや状況に応じた多様な参加機会の提供◎１－２ 市民の生活スタイルや状況に応じた多様な参加機会の提供

12

次世代の活動の担い

手発掘育成事業

市）市民

自治推進

室

これまで小学生を対象に行ってきた地域活動の啓発を、中高生、団塊世代、

子育て中の方や若年層などに対象を拡大し、地域のまちづくり活動への参加

を促進します。

レベ

13

市民参加メールマガ

ジンの発行

市）市民

自治推進

室

再

市民参加の促進を目的として、「市政に参加する」「まちづくり活動に参加

する」という二つの参加機会の情報を月１～２回配信します。

既存

14

さぽーとほっと基金

（市民まちづくり活

動促進総合事業）

市）市民

自治推進

室

再

市民や企業からの寄附を、町内会やボランティア団体、ＮＰＯ等が行うまち

づくり活動に助成することで、寄附を通じたまちづくりの機会を創出すると

共に、財政面のみならず、物的・人的に市民が市民の活動を支える機運を醸

成します。

既存

15

市民活動サポートセ

ンターを拠点とした

相談や各種の情報発

信（市民活動サポー

トセンター運営管

理）

市）市民

自治推進

室

再

多様な市民参加の促進を目的として、市民活動サポートセンターへの相談員

の設置、市民まちづくり活動に取り組みたい市民からの相談対応を実施しま

す。併せて、市民活動ポータルサイトの運営やメールマガジンの発行によ

り、市民まちづくり活動に関する情報発信を行うとともに、ＮＰＯ活動に対

する理解を促進する講座の開催や、札幌駅北口エルプラザや札幌駅前通地下

歩行空間で、市民活動を紹介するイベントを実施します。また、ボランティ

ア活動に意欲のある市民とボランティア活動を必要とする団体を結び付ける

マッチングサイト「ハローＮＰＯ札幌」を運営します。

既存

16

企業による市民活動

促進事業

市）市民

自治推進

室

企業によるまちづくり活動の促進と、企業のノウハウや資源を活用したまち

づくり活動の活性化のために、企業を対象としたまちづくり活動への参加機

会の提供や、ＣＳＲ（企業の社会的責任）活動に未着手の企業に対する活動

方法の提案を行います。

また、企業への参加機会の提供としては、市民の気軽なまちづくり参加機会

の創出も兼ねて、さぽーとほっと基金への寄附付商品販売キャンペーンであ

る「買って食べてＳＡＰＰＯＲＯスマイルプロジェクト」を実施します。

レベ

17

社会課題解決人材の

育成（市民まちづく

り活動促進総合事

業）

市）市民

自治推進

室

再

地域の多様な活動主体による地域課題の解決を促進するため、課題を共有

し、共感を得ながら地域住民の知恵と参加や支援を引き出し、ネットワーク

を構築しながら社会課題の解決に取り組むコーディネーター人材を育成する

ワークショップなどを実施します。

新規

18

福祉のまち推進セン

ター事業

保）総務

部

幅広い市民の福祉活動への参加により、だれもが安心して暮らせる地域社会

をつくるため、概ね連合町内会を単位として市内８９か所に設置されている

「地区福祉のまち推進センター」において、ひとり暮らしの高齢者や障がい

者、子育て家庭などに対して、日々の安否確認や日常的な手助けなど地域ぐ

るみで行う援助活動を推進します。

既存

19

ボランティア振興事

業

保）総務

部

地域福祉に関する各種研修の実施や調査、情報提供及びボランティアに関す

る相談、ボランティアに関する需給調整を一体的に行うため、札幌市社会福

祉協議会が設置する「札幌市ボランティア活動センター」の運営を支援しま

す。

既存

20

札幌シニア大学運営

事業

保）高齢

保健福祉

部

地域活動リーダーの育成を目的とし、高齢者の社会活動を促進し、生きがい

の向上を図るため、系統的な学習の機会を提供します。

既存

21

認知症サポーター等

育成事業

保）高齢

保健福祉

部

認知症に対する正しい知識を持ち、認知症の人やその家族を地域で見守り、

支える市民（認知症サポーター）を増やすため、認知症サポーター養成講座

を行うとともに、認知症に関する一定程度の知識や経験を持った方を対象

に、認知症サポーター養成講座の講師役を担うキャラバン・メイトを育成し

ます。

既存

22

地域ぬくもりサポー

ト事業

保）障が

い保健福

祉部

障がいのある人に対する理解促進を図り、自立生活を地域全体で支えていく

ため、地域住民による有償ボランティア活動を推進するしくみを整備しま

す。

レベ

23

介護サポートポイン

ト事業

保）高齢

保健福祉

部

介護サポーターとして登録した要介護認定を受けていない第1号被保険者（65

才以上）が、市内の介護保険関連施設などでのボランティア活動を通じて、

介護予防のための取組や介護保険制度への理解を深めるとともに、その活動

に対しポイントを付与し、そのポイントに応じ現金を交付します。

既存

基

本

目

標

基

本

施

策



-42- 

※ 基本施策項目のうち◎印は重点施策に該当  

　

No. 施策/事業名 部局

再

掲

事業概要

新規

レベ

既存

基本目標１　『参加』基本目標１　『参加』基本目標１　『参加』基本目標１　『参加』～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進

◎１－２ 市民の生活スタイルや状況に応じた多様な参加機会の提供◎１－２ 市民の生活スタイルや状況に応じた多様な参加機会の提供◎１－２ 市民の生活スタイルや状況に応じた多様な参加機会の提供◎１－２ 市民の生活スタイルや状況に応じた多様な参加機会の提供

24

サッポロサタデース

クール事業の実施

教）生涯

学習部

地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業等の豊かな社会資源を活用したプ

ログラムを土曜日や学校の長期休業中に学校施設等を活用して実施すること

を通じて、地域の教育力の向上を図るとともに、地域と学校の連携の仕組み

を整えます。

新規

25

生涯学習センターを

拠点としたさっぽろ

市民カレッジの実施

教）生涯

学習部

まちづくりを担う人材などを育成するため、生涯学習センター等で実施され

る「さっぽろ市民カレッジ」をはじめとする各種事業を実施します。

既存

26

地域における生涯学

習活動を支援する人

材登録制度の構築

教）生涯

学習部

多様な市民の参加を促進するため、生涯学習センターで学んだ人材や、様々

な分野のボランティア情報を集約し、学校等の身近な場で、地域における生

涯学習活動を支援する人材としての活用を検討します。また、生涯学習セン

ターなどで研修を実施し、新たな人材の育成や、既に活用している人々の資

質向上に努めます。

既存

27

登下校時の見守り活

動等の推進

教）生涯

学習部

地域の子ども見守り活動を推進し、子どもの安全確保を図るため、市立幼稚

園・小学校・特別支援学校を対象に、登下校時の見守り活動、危険個所の巡

視などを行うボランティアをスクールガードとして登録し、活動を行いま

す。

既存

28

学校を支援するボラ

ンティア活動の推進

教）学校

教育部

再

学校を支援するボランティア活動の促進を図るため、学校の教育活動に必要

な支援の情報を地域、企業、大学等に積極的に発信します。

新規

◎１－３ 団塊の世代・若者・子どものまちづくりへの参加促進◎１－３ 団塊の世代・若者・子どものまちづくりへの参加促進◎１－３ 団塊の世代・若者・子どものまちづくりへの参加促進◎１－３ 団塊の世代・若者・子どものまちづくりへの参加促進

29

次世代の活動の担い

手発掘育成事業

市）市民

自治推進

室

再

これまで小学生を対象に行ってきた地域活動の啓発を、中高生、団塊世代、

子育て中の方や若年層などに対象を拡大し、地域のまちづくり活動への参加

を促進します。

レベ

30

元気なまちづくり支

援事業（子どもまち

づくり手引書、学生

サークル派遣）

市）市民

自治推進

室

児童のまちづくり活動への意識醸成を促すため、子どもまちづくり手引書

を、市内小学校に配布します。また、学生のまちづくり参加と、身近な地域

のまちづくりを進めるため、地域の交流イベントなどに学生サークルを派遣

し、地域と学生がふれあう機会を提供し、地域のまちづくり活動の活性化を

図ります。

既存

31

市民活動サポートセ

ンター運営管理

市）市民

自治推進

室

子どもや若者のまちづくり活動への参加を促進するため、子どもおよび若者

を対象として、市民活動団体の運営や事業等への参加、体験の機会を提供

し、社会参画することの有益性を伝える取組を進めます。

既存

32

札幌シニア大学運営

事業

保）高齢

保健福祉

部

再

地域活動リーダーの育成を目的とし、高齢者の社会活動を促進し、生きがい

の向上を図るため、系統的な学習の機会を提供します。

既存

33

介護サポートポイン

ト事業

保）高齢

保健福祉

部

再

介護サポーターとして登録した要介護認定を受けていない第1号被保険者（65

才以上）が、市内の介護保険関連施設などでのボランティア活動を通じて、

介護予防のための取組や介護保険制度への理解を深めるとともに、その活動

に対しポイントを付与し、そのポイントに応じ現金を交付します。

既存

34

子どもサポーター養

成講座（子どもの権

利の推進事業）

子）子ど

も育成部

再

子どもの権利条例に基づき、地域のまちづくりなどへの「子どもの参加」を

促進するため、子どもの活動をサポートする大人（子どもサポーター）を対

象として、具体的な子どもの参加の事例について学ぶとともに、グループ

ワークを通し、子どもの主体性を引き出すコミュニケーションなど実践的な

技能の習得を目指す講座を開催します。

既存

35

サッポロサタデース

クール事業の実施

教）生涯

学習部

再

地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業等の豊かな社会資源を活用したプ

ログラムを土曜日や学校の長期休業中に学校施設等を活用して実施すること

を通じて、地域の教育力の向上を図るとともに、地域と学校の連携の仕組み

を整えます。

新規

36

ボランティア活動等

の体験的な学習の充

実

教）学校

教育部

子どもの豊かな人間性や社会性を育むため、発達の段階に応じた多様な人々

との触れ合いやボランティア活動の体験活動について、各園、学校の特色あ

る取組の事例をまとめ、普及啓発を図ることにより、各園・学校における体

験活動の充実を図ります。

新規

37

学生ボランティアの

活用

教）学校

教育部

きめ細やかな指導の充実を図るため、連携する大学に対する働きかけなどに

より、学生ボランティアを希望している学校に対し、より多くのボランティ

アを派遣し、子ども一人一人の資質・能力等に応じた支援を行います。

既存

基

本

目

標

基

本

施

策
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※ 基本施策項目のうち◎印は重点施策に該当  

　

No. 施策/事業名 部局

再

掲

事業概要

新規

レベ

既存

基本目標２　『向上』基本目標２　『向上』基本目標２　『向上』基本目標２　『向上』～団体の運営基盤の強化と社会的課題の解決能力の向上～団体の運営基盤の強化と社会的課題の解決能力の向上～団体の運営基盤の強化と社会的課題の解決能力の向上～団体の運営基盤の強化と社会的課題の解決能力の向上

２－１ まちづくり活動を行う団体に対する拠点施設での支援２－１ まちづくり活動を行う団体に対する拠点施設での支援２－１ まちづくり活動を行う団体に対する拠点施設での支援２－１ まちづくり活動を行う団体に対する拠点施設での支援

38

まちづくりセンター

地域自主運営化推進

事業

市）市民

自治推進

室

市が設置しているまちづくりセンターの運営を地域団体に委託することに

よって、地域の創意工夫を活かした運営を実現し、地域のまちづくりの拠点

としての機能を高めます。また、自主運営を行う地域団体が自ら定めたまち

づくりの目標である「地域活動ビジョン」を実現するため、「地域交付金」

を交付します。

既存

39

元気なまちづくり支

援事業（まちづくり

センター協働枠）

市）市民

自治推進

室

再

区や地域の特性を活かした元気で魅力あふれる地域づくりを進めるため、さ

まざまな事業を通じて市民の主体的なまちづくり活動を支援する「元気なま

ちづくり支援事業」において、「まちづくりセンター協働枠」を設け、まち

づくりセンターの所管地域単位で行われる活動に対して、まちづくりセン

ターが活動を支援するとともに、地域の特性や個性を生かした事業を実施し

ます。

既存

40

市民活動サポートセ

ンター運営管理

市）市民

自治推進

室

再

団体活動を支援するため、ボランティアやＮＰＯなどによる様々な市民活動

を、総合的に支援するための拠点施設として平成15年度に設置された「市民

活動サポートセンター」において、市民活動に伴う様々な相談業務、情報提

供、貸事務ブースや打合せスペースの提供などを行います。

既存

41

生涯学習センターを

拠点としたさっぽろ

市民カレッジの実施

教）生涯

学習部

再

まちづくりを担う人材などを育成するため、生涯学習センター等で実施され

る「さっぽろ市民カレッジ」をはじめとする各種事業を実施します。

既存

42

地域における生涯学

習活動を支援する人

材登録制度の構築

教）生涯

学習部

再

多様な市民の参加を促進するため、生涯学習センターで学んだ人材や、様々

な分野のボランティア情報を集約し、学校等の身近な場で、地域における生

涯学習活動を支援する人材としての活用を検討します。また、生涯学習セン

ターなどで研修を実施し、新たな人材の育成や、既に活用している人々の資

質向上に努めます。

既存

◎２－２　資金調達制度を活用した団体の運営基盤強化に向けた支援◎２－２　資金調達制度を活用した団体の運営基盤強化に向けた支援◎２－２　資金調達制度を活用した団体の運営基盤強化に向けた支援◎２－２　資金調達制度を活用した団体の運営基盤強化に向けた支援

43

認定・仮認定・条例

個別指定制度促進事

業

市）市民

自治推進

室

ＮＰＯ法人の寄附に対する税優遇制度である国の認定（仮認定）制度や地方

自治体による条例個別指定制度の普及及び活用促進のため、セミナー等を開

催し、市民からの寄附を促進するとともに、ＮＰＯ法人の財政基盤の強化を

図ります。

既存

44 さぽーとほっと基金

市）市民

自治推進

室

再

市民・事業者からの寄附金を原資として、市民まちづくり活動団体の活動へ

助成を行うことで、活動団体の運営基盤の強化と寄附文化の醸成を図りま

す。

既存

45

市民活動サポートセ

ンター運営管理

市）市民

自治推進

室

再

団体の運営基盤の強化を目的として、市民活動を総合的に支援するための拠

点施設である「市民活動サポートセンター」において、各種会計、資金調達

など実務能力向上につながる研修機会を提供します。

既存

基

本

目

標

基

本

施

策



-44- 

※ 基本施策項目のうち◎印は重点施策に該当  

　

No. 施策/事業名 部局

再

掲

事業概要

新規

レベ

既存

基本目標２　『向上』基本目標２　『向上』基本目標２　『向上』基本目標２　『向上』～団体の運営基盤の強化と社会的課題の解決能力の向上～団体の運営基盤の強化と社会的課題の解決能力の向上～団体の運営基盤の強化と社会的課題の解決能力の向上～団体の運営基盤の強化と社会的課題の解決能力の向上

２－３　社会的課題の解決能力向上のための人材の育成２－３　社会的課題の解決能力向上のための人材の育成２－３　社会的課題の解決能力向上のための人材の育成２－３　社会的課題の解決能力向上のための人材の育成

46

次世代の活動の担い

手発掘育成事業

市）市民

自治推進

室

再

これまで小学生を対象に行ってきた地域活動の啓発を、中高生、団塊世代、

子育て中の方や若年層などに対象を拡大し、地域のまちづくり活動への参加

を促進します。

レベ

47

「（仮称）まちづく

りのレシピ」整備事

業

市）市民

自治推進

室

地域課題の解決や施策立案に活用するため、各地区で実施している取組・課

題解決事例や、各区・局で行っている支援事業を集約し、「まちづくりのレ

シピ」として全庁に提供します。

新規

48

社会課題解決人材の

育成（市民まちづく

り活動促進総合事

業）

市）市民

自治推進

室

再

地域の多様な活動主体による地域課題の解決を促進するため、課題を共有

し、共感を得ながら地域住民の知恵と参加や支援を引き出し、ネットワーク

を構築しながら社会課題の解決に取り組むコーディネーター人材を育成する

ワークショップなどを実施します。

新規

49

人材ネットワークの

形成（市民まちづく

り活動促進総合事

業）

市）市民

自治推進

室

市民まちづくり活動団体の自立的で持続可能な活動の高度化に寄与する人材

ネットワークを構築します。

既存

50

認知症サポーター等

育成事業

保）高齢

保健福祉

部

再

認知症に対する正しい知識を持ち、認知症の人やその家族を地域で見守り、

支える市民（認知症サポーター）を増やすため、認知症サポーター養成講座

を行うとともに、認知症に関する一定程度の知識や経験を持った方を対象

に、認知症サポーター養成講座の講師役を担うキャラバン・メイトを育成し

ます。

既存

51

札幌シニア大学運営

事業

保）高齢

保健福祉

部

再

地域活動リーダーの育成を目的とし、高齢者の社会活動を促進し、生きがい

の向上を図るため、系統的な学習の機会を提供します。

既存

52

ボランティア振興事

業

保）総務

部

再

地域福祉に関する各種研修の実施や調査、情報提供及びボランティアに関す

る相談、ボランティアに関する需給調整を一体的に行うため、札幌市社会福

祉協議会が設置する「札幌市ボランティア活動センター」の運営を支援しま

す。

既存

53

ひきこもりやニート

など困難を有する若

者の社会的自立促進

事業

子）子ど

も育成部

ひきこもりやニートなど困難を有する若者の社会的自立を効果的に支援する

ため、若者への就労先の紹介、ハローワークへの同行などの伴走型支援を実

施する若者サポートボランティアを募集・育成します。

レベ

54

子どもサポーター養

成講座（子どもの権

利の推進事業）

子）子ど

も育成部

再

子どもの権利条例に基づき、地域のまちづくりなどへの「子どもの参加」を

促進するため、子どもの活動をサポートする大人（子どもサポーター）を対

象として、具体的な子どもの参加の事例について学ぶとともに、グループ

ワークを通し、子どもの主体性を引き出すコミュニケーションなど実践的な

技能の習得を目指す講座を開催します。

既存

55

ソーシャルビジネス

育成事業

経）産業

振興部

ソーシャルビジネスのけん引役となる事業者の育成を目的として、将来有望

な事業者や起業予定者に対して、「経営」「広報」「人脈形成」等の支援を

行います。

既存

56

生涯学習センターを

拠点としたさっぽろ

市民カレッジの実施

教）生涯

学習部

再

まちづくりを担う人材などを育成するため、生涯学習センター等で実施され

る「さっぽろ市民カレッジ」をはじめとする各種事業を実施します。

既存

基

本

目

標

基

本

施

策



-45- 

※ 基本施策項目のうち◎印は重点施策に該当  

　

No. 施策/事業名 部局

再

掲

事業概要

新規

レベ

既存

基本目標３ 『交流』基本目標３ 『交流』基本目標３ 『交流』基本目標３ 『交流』～身近な地域における場と交流機会の創出～身近な地域における場と交流機会の創出～身近な地域における場と交流機会の創出～身近な地域における場と交流機会の創出

３－１　地域交流活動の促進３－１　地域交流活動の促進３－１　地域交流活動の促進３－１　地域交流活動の促進

57

元気なまちづくり支

援事業

市）市民

自治推進

室

再

区や地域の特性を活かした元気で魅力あふれる地域づくりを進めるため、さ

まざまな事業を通じて市民の主体的なまちづくり活動を支援し、地域交流活

動の促進を図ります。

既存

58

はつらつシニアサ

ポート事業（高齢者

地域貢献支援事業）

保）高齢

保健福祉

部

高齢者の生きがい対策として、高齢者団体などが自主的に行うサロン活動や

地域貢献活動に関する先駆的な取組に対して支援を行います。

既存

59 地域子育て支援事業

子）子育

て支援部

地域と一体となった子育て支援を展開するため、地域の子育てサロンへの支

援、地域における子育て支援ネットワークの推進、子育て家庭への支援及び

子育て支援者の育成などを行います。

既存

60

地域子育て支援拠点

事業（常設子育てサ

ロン）

子）子育

て支援部

子育て家庭の孤立化防止や子育てに関する不安の軽減など、安心して子育て

ができる環境の充実のため、週３回、一定時間以上開催する常設の子育てサ

ロン（親子が気軽に集い、自由に交流や情報交換をする場）の充実を図りま

す。

既存

◎３－２　地域交流の場の整備◎３－２　地域交流の場の整備◎３－２　地域交流の場の整備◎３－２　地域交流の場の整備

61

町内会等活動拠点支

援事業

市）地域

振興部

地域での活動の場を確保し、市民による主体的なまちづくり活動の場を確保

するため、町内会等が、地域のコミュニティ活動を行うための専用施設を所

有せず民有施設を借り上げている場合に、その賃借料の一部を補助します。

既存

62

地区会館リフレッ

シュ事業

市）地域

振興部

地域住民が集いやすい施設づくりを進めるため、地区会館（まちセン併設）

について、地域のニーズに応じた改修や備品購入に対する補助を行います。

既存

63

市民集会施設建築費

補助事業

市）地域

振興部

地域が建築する市民集会施設について、老朽化した施設の建て替えや長寿命

化のため、建築費に対する補助を実施します。

既存

64

学校とまちづくりセ

ンターの併設化

市）地域

振興部

学校と地域の交流をより一層促進し、地域活動や教育活動への様々な相乗効

果と活性化が図られることを目的として、まちづくりセンターの学校への併

設化を検討します。

新規

65

地域活動の場整備支

援事業

市）市民

自治推進

室

地域資源の再活用及び地域活動の活発化を図るため、市民から企画を募集

し、審査の上、空き家・空き地等を地域活動の場として利用できるよう、整

備・改修を支援します。

既存

66

新たな地域の交流の

場の調査

市）市民

自治推進

室

コミュニティカフェ等による地域の交流の場の創出を支援し、地域内コミュ

ニケーションの促進を図るため、現状の地域の交流の場の調査や活用促進の

イベントの開催、ホームページでの情報発信を行います。

新規

67

子どもの体験活動の

場整備事業

子）子ど

も育成部

子どもの自主性、社会性、創造性を高めるとともに、多世代交流等を図るた

め、小学校の跡校舎を活用し、子どもに多様な体験機会を提供する場を整備

します。

既存

68 地域子育て支援事業

子）子育

て支援部

再

地域と一体となった子育て支援を展開するため、地域の子育てサロンへの支

援、地域における子育て支援ネットワークの推進、子育て家庭への支援及び

子育て支援者の育成などを行います。

既存

69

地域子育て支援拠点

事業（常設子育てサ

ロン）

子）子育

て支援部

再

子育て家庭の孤立化防止や子育てに関する不安の軽減など、安心して子育て

ができる環境の充実のため、週３回、一定時間以上開催する常設の子育てサ

ロン（親子が気軽に集い、自由に交流や情報交換をする場）の充実を図りま

す。

既存

基

本

目

標

基

本

施

策
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※ 基本施策項目のうち◎印は重点施策に該当  

　

No. 施策/事業名 部局

再

掲

事業概要

新規

レベ

既存

基本目標３ 『交流』基本目標３ 『交流』基本目標３ 『交流』基本目標３ 『交流』～身近な地域における場と交流機会の創出～身近な地域における場と交流機会の創出～身近な地域における場と交流機会の創出～身近な地域における場と交流機会の創出

３－３　まちづくりセンターでの地域活動支援機能の充実３－３　まちづくりセンターでの地域活動支援機能の充実３－３　まちづくりセンターでの地域活動支援機能の充実３－３　まちづくりセンターでの地域活動支援機能の充実

70

地区会館リフレッ

シュ事業

市）地域

振興部

再

地域住民が集いやすい施設づくりを進めるため、地区会館（まちセン併設）

について、地域のニーズに応じた改修や備品購入に対する補助を行います。

既存

71

まちづくりセンター

地域自主運営化推進

事業

市）市民

自治推進

室

再

市が設置しているまちづくりセンターの運営を地域団体に委託することに

よって、地域の創意工夫を活かした運営を実現し、地域のまちづくりの拠点

としての機能を高めます。また、自主運営を行う地域団体が自ら定めたまち

づくりの目標である「地域活動ビジョン」を実現するため、「地域交付金」

を交付します。

既存

72

「（仮称）まちづく

りのレシピ」整備事

業

市）市民

自治推進

室

再

地域課題の解決や施策立案に活用するため、各地区で実施している取組・課

題解決事例や、各区・局で行っている支援事業を集約し、「まちづくりのレ

シピ」として全庁に提供します。

新規

73

地域カルテ・マップ

の活用

市）市民

自治推進

室

現状の課題に加え、統計データや将来推計等を追加した、次期「地域カル

テ・マップ」（戦略的地域カルテ・マップ）を作成し、地域における議論の

活性化を図るとともに、市内87か所のまちづくりセンターを通じて、オリジ

ナルマップの作成や、ワークショップの開催を支援し、地域における自主的

な市民まちづくり活動を応援し、地域のネットワーク化を促進します。

レベ

74

元気なまちづくり支

援事業（まちづくり

センター協働枠）

市）市民

自治推進

室

再

区や地域の特性を活かした元気で魅力あふれる地域づくりを進めるため、さ

まざまな事業を通じて市民の主体的なまちづくり活動を支援する「元気なま

ちづくり支援事業」において、「まちづくりセンター協働枠」を設け、まち

づくりセンターの所管地域単位で行われる活動に対して、まちづくりセン

ターが活動を支援するとともに、地域の特性や個性を生かした事業を実施し

ます。

既存

75

まちづくりセンター

の支援力強化

市）市民

自治推進

室

まちづくりセンターの支援力強化のために、まちづくりセンター所長を対象

とした研修やまちづくり活動に関する情報提供、アドバイザーの派遣などを

実施します。

既存

基

本

目

標

基

本

施

策
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※ 基本施策項目のうち◎印は重点施策に該当  

　

No. 施策/事業名 部局

再

掲

事業概要

新規

レベ

既存

基本目標４ 『連携』基本目標４ 『連携』基本目標４ 『連携』基本目標４ 『連携』～多様な活動主体間の連携の促進～多様な活動主体間の連携の促進～多様な活動主体間の連携の促進～多様な活動主体間の連携の促進

４－１　連携促進に向けた環境の充実と地域のネットワーク化４－１　連携促進に向けた環境の充実と地域のネットワーク化４－１　連携促進に向けた環境の充実と地域のネットワーク化４－１　連携促進に向けた環境の充実と地域のネットワーク化

76

地域カルテ・マップ

の活用

市）市民

自治推進

室

再

現状の課題に加え、統計データや将来推計等を追加した、次期「地域カル

テ・マップ」（戦略的地域カルテ・マップ）を作成し、地域における議論の

活性化を図るとともに、市内87か所のまちづくりセンターを通じて、オリジ

ナルマップの作成や、ワークショップの開催を支援し、地域における自主的

な市民まちづくり活動を応援し、地域のネットワーク化を促進します。

レベ

77

元気なまちづくり支

援事業（わがまち・

地域活性化枠、区民

協議会特別推進枠）

市）市民

自治推進

室

再

地域のネットワークにより区や地域の特性を活かした地域づくりを進めるた

め、市民の主体的なまちづくり活動を支援する「元気なまちづくり支援事

業」に「わがまち・地域活性化枠」を設け、区全体で行うべき取組や複数地

域にまたがるまちづくり活動を支援するとともに、「区民協議会特別推進

枠」により区民協議会等の意見を反映した事業を実施します。

既存

78

さっぽろまちづくり

パートナー協定

市）市民

自治推進

室

再

企業によるまちづくり活動（地域・社会貢献）を普及促進するため、企業と

札幌市が協力して包括的にまちづくりに取り組むことを定める「さっぽろま

ちづくりパートナー協定」締結企業の活動を広く市民に紹介し、企業の関心

と意欲を喚起するとともに、パートナー企業の拡大に向けた取組を行いま

す。

併せて、パートナー企業が行う地域の団体との活動を支援し、地域のネット

ワーク化を促進します。

既存

79

ＮＰＯによる地域

ネットワーク事業

市）市民

自治推進

室

様々な活動主体の連携による地域づくりの仕組みを構築するため、地域に

ネットワークを持つＮＰＯと町内会との連携事業を補助するほか、ＮＰＯと

地域とのマッチング支援を行います。

レベ

80

人材ネットワークの

形成（市民まちづく

り活動促進総合事

業）

市）市民

自治推進

室

再

市民まちづくり活動団体の自立的で持続可能な活動の高度化に寄与する人材

ネットワークを構築します。

レベ

81

福祉のまち推進セン

ター事業

保）総務

部

再

幅広い市民の福祉活動への参加により、だれもが安心して暮らせる地域社会

をつくるため、概ね連合町内会を単位として市内８９か所に設置されてい

る、「地区福祉のまち推進センター」において、ひとり暮らしの高齢者や障

がい者、子育て家庭などに対して、日々の安否確認や日常的な手助けなど地

域ぐるみで行う援助活動を推進します。

既存

82

商店街地域連携促進

事業

経）産業

振興部

再

商店街の新たな役割や可能性の発見と地域課題解決のアイディアを創出する

「場」を構築することを目的に、地域コミュニティの担い手である商店街

の、多様な地域団体等（町内会、ＮＰＯ、大学及び民間事業者等の団体や地

域で活動している個人等）と連携した地域課題の解決に向けた取組の企画・

実施に対し、支援を行います。

レベ

◎４－２　企業の社会貢献活動の促進◎４－２　企業の社会貢献活動の促進◎４－２　企業の社会貢献活動の促進◎４－２　企業の社会貢献活動の促進

83

企業による市民活動

促進事業

市）市民

自治推進

室

再

企業によるまちづくり活動の促進と、企業のノウハウや資源を活用したまち

づくり活動の活性化のために、企業を対象としたまちづくり活動への参加機

会の提供や、ＣＳＲ（企業の社会的責任）活動に未着手の企業に対する活動

方法の提案を行います。

また、企業への参加機会の提供としては、市民の参加機会創出やまちづくり

活動団体への支援も兼ねて、さぽーとほっと基金への寄附付商品販売キャン

ペーンである「買って食べてＳＡＰＰＯＲＯスマイルプロジェクト」を実施

します。

レベ

84

さっぽろまちづくり

パートナー協定

（さっぽろまちづく

りパートナー企業PR

事業）

市）市民

自治推進

室

再

企業によるまちづくり活動（地域・社会貢献）を普及促進するため、企業と

札幌市が協力して包括的にまちづくりに取り組むことを定める「さっぽろま

ちづくりパートナー協定」締結企業の活動を広く市民に紹介し、企業の関心

と意欲を喚起するとともに、パートナー協定に興味を持った企業と締結に向

けた協議を行います。

既存

85

サッポロサタデース

クール事業の実施

教）生涯

学習部

再

地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業等の豊かな社会資源を活用したプ

ログラムを土曜日や学校の長期休業中に学校施設等を活用して実施すること

を通じて、地域の教育力の向上を図るとともに、地域と学校の連携の仕組み

を整えます。

新規

基

本

目

標

基

本

施

策
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※ 基本施策項目のうち◎印は重点施策に該当 

 

 

　

No. 施策/事業名 部局

再

掲

事業概要

新規

レベ

既存

基本目標４ 『連携』基本目標４ 『連携』基本目標４ 『連携』基本目標４ 『連携』～多様な活動主体間の連携の促進～多様な活動主体間の連携の促進～多様な活動主体間の連携の促進～多様な活動主体間の連携の促進

◎４－３　異種連携の促進とコーディネート人材の育成◎４－３　異種連携の促進とコーディネート人材の育成◎４－３　異種連携の促進とコーディネート人材の育成◎４－３　異種連携の促進とコーディネート人材の育成

86

ＮＰＯによる地域

ネットワーク事業

市）市民

自治推進

室

再

様々な活動主体の連携による地域づくりの仕組みを構築するため、地域に

ネットワークを持つＮＰＯと町内会との連携事業を補助するほか、ＮＰＯと

地域とのマッチング支援を行います。

レベ

87

企業による市民活動

促進事業

市）市民

自治推進

室

再

企業によるまちづくり活動の促進と、企業のノウハウや資源を活用したまち

づくり活動の活性化のために、企業を対象としたまちづくり活動への参加機

会の提供や、ＣＳＲ（企業の社会的責任）活動に未着手の企業に対する活動

方法の提案を行います。

また、企業への参加機会の提供としては、企業資源を活用したまちづくり活

動団体への支援も兼ねて、さぽーとほっと基金への寄附付商品販売キャン

ペーンである「買って食べてＳＡＰＰＯＲＯスマイルプロジェクト」を実施

します。

レベ

88

さっぽろまちづくり

パートナー協定

（さっぽろまちづく

りパートナー企業PR

事業）

市）市民

自治推進

室

再

企業によるまちづくり活動（地域・社会貢献）を普及促進するため、企業と

札幌市が協力して包括的にまちづくりに取り組むことを定める「さっぽろま

ちづくりパートナー協定」締結企業の活動を広く市民に紹介し、企業の関心

と意欲を喚起するとともに、パートナー企業の拡大に向けた取組を行いま

す。

併せて、パートナー企業が行う地域の団体との活動を支援し、企業とまちづ

くり活動団体の連携を促進します。

既存

89

社会課題解決人材の

育成（市民まちづく

り活動促進総合事

業）

市）市民

自治推進

室

再

課題を共有し、共感を得ながら地域住民のアイディアや知恵、参加や支援を

引き出し、ネットワークを構築しながら社会課題の解決に取り組むコーディ

ネーター人材を育成するため、ワークショップなどを実施します。

新規

90

人材ネットワークの

形成（市民まちづく

り活動促進総合事

業）

市）市民

自治推進

室

再

市民まちづくり活動団体の自立的で持続可能な活動の高度化に寄与する人材

ネットワークを構築します。

既存

91

福祉のまち推進セン

ター事業

保）総務

部

再

幅広い市民の福祉活動への参加により、だれもが安心して暮らせる地域社会

をつくるため、概ね連合町内会を単位として市内８９か所に設置されてい

る、「地区福祉のまち推進センター」において、ひとり暮らしの高齢者や障

がい者、子育て家庭などに対して、日々の安否確認や日常的な手助けなど地

域ぐるみで行う援助活動を推進します。

既存

92

商店街地域連携促進

事業

経）産業

振興部

再

商店街の新たな役割や可能性の発見と地域課題解決のアイディアを創出する

「場」を構築することを目的に、地域コミュニティの担い手である商店街

の、多様な地域団体等（町内会、ＮＰＯ、大学及び民間事業者等の団体や地

域で活動している個人等）と連携した地域課題の解決に向けた取組の企画・

実施に対し、支援を行います。

レベ

基

本

目

標

基

本

施

策
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◆ 成果指標一覧表成果指標一覧表成果指標一覧表成果指標一覧表 

基本目標１『参加』～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進基本目標１『参加』～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進基本目標１『参加』～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進基本目標１『参加』～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進    

把握事項 指標 Ｈ25 Ｈ30 目標 

参加の実感 市民まちづくり活動に参加したことのある人の割合 32.4% 70.0% 

町内会加入 町内会加入率 70.5% 74.0% 

寄附による参加 

さぽーとほっと基金への寄附件数 331 件 360 件 

さぽーとほっと基金への寄附金額（累計） 約 4億 9,600 万円 7 億 4,000 万円 

基本目標２基本目標２基本目標２基本目標２    『向上』～団体の運営基盤の強化と社会的課題の解決能力の向上『向上』～団体の運営基盤の強化と社会的課題の解決能力の向上『向上』～団体の運営基盤の強化と社会的課題の解決能力の向上『向上』～団体の運営基盤の強化と社会的課題の解決能力の向上    

把握事項 指標 Ｈ25 Ｈ30 目標 

組織化 

市民活動サポートセンター登録団体数 2,280 団体 2,500 団体 

認証 NPO 法人数 887 団体 1,100 団体 

資金調達力 さぽーとほっと基金団体指定寄附件数 144 件 150 件 

運営基盤 

認定 NPO 法人・仮認定 NPO 法人・条例個別指定 NPO

法人数 

11 団体 30 団体 

基本目標３基本目標３基本目標３基本目標３    『交流』～身近な地域における場と交流機会の創出『交流』～身近な地域における場と交流機会の創出『交流』～身近な地域における場と交流機会の創出『交流』～身近な地域における場と交流機会の創出    

把握事項 指標 Ｈ25 Ｈ30 目標 

交流の実感 身近に交流の機会があると感じている人の割合 31.8% 40.0% 

場の整備 整備・創出された地域活動の場の数（累計） 20 件 

100 件 

(H26-30 計) 

まちセンの活用 

まちづくりセンターが支援した地域の主体的な活動

数（累計） 

1,006 件 1,060 件 

基本目標４基本目標４基本目標４基本目標４    『連携』～多様な活動主体間の連携の促進『連携』～多様な活動主体間の連携の促進『連携』～多様な活動主体間の連携の促進『連携』～多様な活動主体間の連携の促進    

把握事項 指標 Ｈ25 Ｈ30 目標 

団体の連携 連携している市民まちづくり活動団体の割合 59.6% 70.0% 

企業との連携 市と協定を締結している企業の数 341 件 400 件 

異種団体連携 

異種団体と連携している市民まちづくり活動団体の

割合 

33.1% 40.0% 
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◆ 第２期基本計画の検討経過第２期基本計画の検討経過第２期基本計画の検討経過第２期基本計画の検討経過    

第１第１第１第１    市民まちづくり活動促進テーブルにおける審議市民まちづくり活動促進テーブルにおける審議市民まちづくり活動促進テーブルにおける審議市民まちづくり活動促進テーブルにおける審議    

第２期基本計画の基本的方向性については、促進条例第７条第３項に基づき、平成 25 年(2013

年)６月 13 日に市民まちづくり活動促進テーブルが札幌市長の諮問を受け、６回の検討を行い答

申としてまとめました。    

年月日 会議名 内容 

平成 25 年６月 13 日 本部委員会 

市長からの諮問 

第 1 期計画の概要確認 

平成 25 年９月 26 日 事業検討部会 

各種調査報告を受け、第 1 期計画の振

り返り 

平成 25年 10 月２日 事業検討部会 第 1 期計画の振り返り 

平成 25年 10 月７日 事業検討部会 

第 1 期計画の振り返りのまとめと第 2

期計画の方向性の検討 

平成 25年 11 月 20 日 事業検討部会 第 2 期計画の方向性と答申素案の検討 

平成 25年 12 月 3 日 本部委員会 第 2 期計画の方向性と答申案の確認 

    

【市民まちづくり活動促進テーブル【市民まちづくり活動促進テーブル【市民まちづくり活動促進テーブル【市民まちづくり活動促進テーブル    委員名簿】委員名簿】委員名簿】委員名簿】    

氏名 職業等 備考 

池田 啓子 株式会社特殊衣料 代表取締役社長 事業検討部会委員 

金井 英樹 株式会社喜粋堂意匠研究所 代表  

喜多 洋子 

地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰかどま～る 代表 

さっぽろﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ 代表 

事業検討部会委員 

木村 純 

北海道大学 高等教育推進機構 

高等教育研究部研究部門長 教授 

 

黒田 澄雄 特定非営利活動法人ゆいまーる理事長 事業検討部会委員 

河野 和枝 北星学園大学社会福祉学部准教授 事業検討部会委員 

知野 福一郎 

札幌商工会議所中小企業相談所嘱託専門相

談員（税理士・中小企業診断士） 

 

福士 昭夫 石山地区まちづくり協議会会長 事業検討部会委員 

堀内 仁志 アパート経営  

向井 和恵 

市立札幌病院ボランティアの会「やさしさ」

ジェントルボランティアコーディネーター 

 

※本部委員会は委員全員で構成     
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第２第２第２第２    各種調査の実施各種調査の実施各種調査の実施各種調査の実施    

第２期基本計画の検討にあたっては、以下の調査等を実施し参考にしました。 

１１１１    市民まちづくり活動団体へのアンケート調査市民まちづくり活動団体へのアンケート調査市民まちづくり活動団体へのアンケート調査市民まちづくり活動団体へのアンケート調査    

(1) 実施期間 平成 25 年６月 21 日～７月 12 日 

(2) 調査対象 市民まちづくり活動団体 2,912 団体 

（市民活動サポートセンター利用登録団体、さぽーとほっと基金登録団体、札幌市

内に主たる拠点を有する NPO 法人） 

(3) 有効回答数 681 件（23.4％） 

(4) 調査内容 市民まちづくり活動団体の現状と課題など 

２２２２    さぽーとほっと基金さぽーとほっと基金さぽーとほっと基金さぽーとほっと基金寄附寄附寄附寄附者へのアンケート調査者へのアンケート調査者へのアンケート調査者へのアンケート調査    

(1) 実施期間 平成 25 年６月 21 日～７月 12 日 

(2) 調査対象 平成23年度から平成24年度にかけてさぽーとほっと基金に寄附をいただい

た個人及び団体 273 件 

(3) 有効回答数 130 件（47.6％） 

(4) 調査内容 寄附をした理由や寄附に対する意識など 

３３３３    市民アンケート調査市民アンケート調査市民アンケート調査市民アンケート調査    

(1) 実施期間 平成 25 年６月 19 日～７月９日 

(2) 調査対象 「等間隔無作為抽出」で選んだ札幌市全域の 18歳以上の男女 10,000 人 

(3) 有効回答数 4,886 件（48.9％） 

(4) 調査内容 市民まちづくり活動への参加状況など 

４４４４    市民ワークショップ市民ワークショップ市民ワークショップ市民ワークショップ    

(1) 実施日時 平成 25 年８月９日 

(2) 参加人数 30 人 

（抽出方法 「等間隔無作為抽出」で選んだ札幌市全域の 18 歳以上の男女 1,500 人に

案内文を送付、申し込みのあった方から抽選で参加者を抽出） 

(3) ワークショップ内容 

市民まちづくり活動への参加について意見交換を実施 

５５５５    市民まちづくり活動団体からの意見聴取市民まちづくり活動団体からの意見聴取市民まちづくり活動団体からの意見聴取市民まちづくり活動団体からの意見聴取    

(1) 実施日時 平成 25 年８月２日 

(2) 参加人数 31 団体 42人 

（抽出方法 前述第２の１「市民まちづくり活動団体へのアンケート調査」に併せて、

案内文を送付し申し込みのあった全団体が参加） 
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(3) 主な内容 

参加団体の現状と課題について情報交換を実施 

    

第３第３第３第３    各種調査結果等の活用各種調査結果等の活用各種調査結果等の活用各種調査結果等の活用    

第２期基本計画の検討にあたっては、過去に行われた以下の調査等も参考にしています。 

１１１１    市民自治に関するアンケート調査市民自治に関するアンケート調査市民自治に関するアンケート調査市民自治に関するアンケート調査    

(1) 実施期間 平成 22 年１月 13 日～２月１日 

(2) 調査対象 「等間隔無作為抽出」で選んだ札幌市全域の 18歳以上の男女 5,000 人 

(3) 有効回答数 1,837 件（36.7％） 

(4) 調査内容 情報共有、市民参加の状況など 

２２２２    町内会・自治会に関するアンケート調査町内会・自治会に関するアンケート調査町内会・自治会に関するアンケート調査町内会・自治会に関するアンケート調査    

(1) 実施期間 平成 21 年 11 月～12 月 

(2) 調査対象 札幌市内の町内会長（町内会の代表者）2,220 人 

(3) 有効回答数 1,587 件（71.5%） 

(4) 調査内容 町内会活動の現状と課題、今後の活動など 

３３３３    社会貢献事例調査社会貢献事例調査社会貢献事例調査社会貢献事例調査    

(1) 実施期間 平成 22 年６月 30 日～７月 20 日 

(2) 調査対象 従業員５名以上の市内事業所 9,621 事業所 

(3) 有効回答数 2,335 件（24.3%） 

(4) 調査内容 市内事業者における地域・社会貢献活動への取組実態や今後の意向など 
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年代 19歳以下 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80歳以上 不明 合計

意見者数 0人 2人 4人 1人 1人 2人 0人 1人 2人 13人

構成比 0.0% 15.4% 30.8% 7.7% 7.7% 15.4% 0.0% 7.7% 15.4% 100.0%

◆◆◆◆    第２期札幌市市民まちづくり活動促進基本計画（案）に対する意見募集第２期札幌市市民まちづくり活動促進基本計画（案）に対する意見募集第２期札幌市市民まちづくり活動促進基本計画（案）に対する意見募集第２期札幌市市民まちづくり活動促進基本計画（案）に対する意見募集    

（パブリックコメント手続）の結果について（パブリックコメント手続）の結果について（パブリックコメント手続）の結果について（パブリックコメント手続）の結果について    

  

第２期札幌市市民まちづくり活動促進基本計画（以下「第２期基本計画」といいます。）につ

いて、平成 26年 3 月 3日（月）から平成 26年 4 月 3 日（木）までの期間で市民の皆様からのご

意見を募集し、いただいたご意見を参考に、当初案を一部変更しました。 

１１１１    意見募集実施の概要意見募集実施の概要意見募集実施の概要意見募集実施の概要    

(1)(1)(1)(1)     意見募集期間意見募集期間意見募集期間意見募集期間    

 平成 26 年 3月 3 日（月）から平成 26年 4月 3 日（木）まで 

(2)(2)(2)(2)     意見提出方法意見提出方法意見提出方法意見提出方法    

 郵送、持参、ファックス、電子メール 

(3)(3)(3)(3)     資料の配布・閲覧場所資料の配布・閲覧場所資料の配布・閲覧場所資料の配布・閲覧場所    

・市役所本庁舎 13 階南側 市民まちづくり局 市民自治推進室 市民活動促進担当課 

・市役所本庁舎 2 階北東側 市政刊行物コーナー 

・札幌市市民活動サポートセンター（中央区北 8条西 3 丁目札幌エルプラザ２階） 

・各区役所 市民部 総務企画課 広聴係 

・各まちづくりセンター 

・札幌市市民活動促進ホームページに掲載【市民まちづくり活動促進基本計画の見直しの経緯ページ】 

http://www.city.sapporo.jp/shimin/support/jyourei/keikaku2nd.html 

２２２２    パブリックコメントの内訳パブリックコメントの内訳パブリックコメントの内訳パブリックコメントの内訳    

(1)(1)(1)(1)     意見提出者数・意見件数意見提出者数・意見件数意見提出者数・意見件数意見提出者数・意見件数    

    13 人・46 件 

(2)(2)(2)(2)     年代別年代別年代別年代別                    

(3)(3)(3)(3)     提出方法別提出方法別提出方法別提出方法別                    

    

 

提出方法 郵送 持参 ファックス 電子メール 合計

提出者数 1人 1人 1人 10人 13人

構成比 7.7% 7.7% 7.7% 76.9% 100.0%
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(4)(4)(4)(4)     意見件数意見件数意見件数意見件数    

項      目 件  数 構成比 

第１章 札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の策定にあたって 1 件 2.2% 

第２章 市民まちづくり活動と第 1 期計画策定以降の社会動向 2 件 4.3% 

第３章 第１期基本計画の総括 10 件 21.7% 

第４章 第２期基本計画の概要 0 件 0.0% 

第５章 第２期基本計画の基本目標と基本施策 25 件 54.3% 

第６章 計画の推進にあたって 3 件 6.5% 

そ の 他（計画策定の手法等） 5 件 10.9% 

合合合合                            計計計計    46 件 100.0% 

 

３３３３    意見に基づく当初案からの変更点意見に基づく当初案からの変更点意見に基づく当初案からの変更点意見に基づく当初案からの変更点    

 市民の皆様からいただいたご意見をもとに、当初案から 7 項目修正いたしました。なお、パブ

リックコメント手続きによるご意見の概要とそれに対する札幌市の考え方は、57 ページ以降に掲

載しています。 

箇所箇所箇所箇所    修正前修正前修正前修正前    修正後修正後修正後修正後    

概要 2～3及び P4 

 

市民まちづくり活動

（暮らしやすい街を

実現する活動）の挿絵 

－ 

市民まちづくり活動が多岐にわ

たるすそ野の広いものであること

をご理解いただくために、文化・

芸術活動やリサイクル、あいさつ

等についても挿絵に追加しまし

た。 

P4 

 

第２章 市民まちづ

くり活動と第１期計

画策定以降の社会動

向 

 

第１ 市民まちづく

り活動とは 

－ 

（P4 挿絵の上に説明書きを追加） 

 

※ ここでいう「市民」とは、市

内に住所を有する人、市内で働き、

若しくは学ぶ人及び市内において

事業活動その他の活動を行う人若

しくは団体を指しております。 
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箇所箇所箇所箇所    修正前修正前修正前修正前    修正後修正後修正後修正後    

Ｐ27 

 

第５章 第２期基本

計画の基本目標と基

本施策 

 

基本目標１ 『参加』

～より多くの市民の

まちづくり活動への

理解と参加の促進 

より主体的・積極的なまちづく

り活動への参加を促進するため

に、「まちづくり活動」や「参加」

のイメージが市民間で共有され、

まちづくりへの理解と参加の機

運を醸成していくとともに、市民

の誰もが担い手であることを実

感してもらえるよう取組を進め

ます。 

札幌市自治基本条例では、市民

はまちづくりの主役であり、市民

相互の理解と協力でまちづくりを

進めることを基本としておりま

す。自分たちのまちを住みよいま

ちにするため、市民一人ひとりが

まちづくりに参加していくことが

大切です。 

また、多彩な知識・経験・ノウ

ハウを有した多くの市民が参加す

ることで、活動の充実化や活発化

を促進することが可能です。 

そこで、より主体的・積極的な

まちづくり活動への参加を促進す

るために、「まちづくり活動」や「参

加」のイメージが市民間で共有さ

れ、まちづくりへの理解と参加の

機運を醸成していくとともに、市

民の誰もが担い手であることを実

感してもらえるよう取組を進めま

す。 

Ｐ33 

 

第５章 第２期基本

計画の基本目標と基

本施策 

 

基本目標３ 『交流』

～身近な地域におけ

る場と交流機会の創

出 

 

３－３ まちづくりセ

ンターでの地域活動

支援機能の充実 

また、８カ所が地域の自主運営

に移行し、主体的な取組がなされ

ていますが、自主運営まちづくり

センターに対しては円滑な運営

と、地域の独自性のより一層の発

揮のために、情報提供や研修、専

門家による派遣相談など側面的

な支援の充実を図っていきます。 

各地域の抱える課題は多種多様

化しており、地域課題にきめ細か

く対応するためには、実情を最も

よく知る地域の住民との協働によ

り、それぞれの地域特性を踏まえ

たまちづくりを実施していく必要

があります。そのため、まちづく

りセンターの自主運営化を進めて

います。 

現在、９カ所が地域の自主運営

に移行し、主体的な取組がなされ

ていますが、自主運営まちづくり

センターに対しては円滑な運営

と、地域の独自性のより一層の発

揮のために、情報提供や研修、専

門家による派遣相談など側面的な

支援の充実を図っていきます。 

※ 自主運営まちづくりセンターは

平成 26 年４月現在９か所 
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箇所箇所箇所箇所    修正前修正前修正前修正前    修正後修正後修正後修正後    

P40、P47 及び P48 

 

計画事業一覧表 

 

No.9、No.82 及び No.92 

商店街地域連携促進

事業 

商店街の新たな役割や可能性の

発見と地域課題解決のアイディ

アを創出する「場」を構築するこ

とを目的に、地域コミュニティの

担い手である商店街の、多様な地

域団体等と連携した地域課題の

解決に向けた取組の企画・実施に

対し、支援を行います。 

商店街の新たな役割や可能性の発

見と地域課題解決のアイディアを

創出する「場」を構築することを

目的に、地域コミュニティの担い

手である商店街の、多様な地域団

体等（町内会、ＮＰＯ、大学及び

民間事業者等の団体や地域で活動

している個人等）と連携した地域

課題の解決に向けた取組の企画・

実施に対し、支援を行います。 

P41 及び P44 

 

計画事業一覧表 

 

No.21 及び No.50 

認知症サポーター等

育成事業 

 

認知症に対する正しい知識を持

ち、認知症の人やその家族を地域

で見守り、支える市民（認知症サ

ポーター）を増やすため、認知症

サポーター養成講座を行うとと

もに、講師役を担うキャラバン・

メイトを育成します。 

認知症に対する正しい知識を持

ち、認知症の人やその家族を地域

で見守り、支える市民（認知症サ

ポーター）を増やすため、認知症

サポーター養成講座を行うととも

に、認知症に関する一定程度の知

識や経験を持った方を対象に、認

知症サポーター養成講座の講師役

を担うキャラバン・メイトを育成

します。 

Ｐ41 及び P42 

 

計画事業一覧表 

 

No.23 及び No.33 

介護サポートポイン

ト事業 

 

介護サポーターとして登録した

要介護認定を受けていない第1号

被保険者（65 才以上）が、市内の

介護保険関連施設などでのボラ

ンティア活動を通じて、介護予防

のための取組や介護保険制度へ

の理解を深めるとともに、その活

動に対しポイントを付与します。 

介護サポーターとして登録した要

介護認定を受けていない第 1 号被

保険者（65 才以上）が、市内の介

護保険関連施設などでのボランテ

ィア活動を通じて、介護予防のた

めの取組や介護保険制度への理解

を深めるとともに、その活動に対

しポイントを付与し、そのポイン

トに応じ現金を交付します。 
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４４４４    意見の概要とそれに対する札幌市の考え方意見の概要とそれに対する札幌市の考え方意見の概要とそれに対する札幌市の考え方意見の概要とそれに対する札幌市の考え方    

第１章 札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の策定にあたって 

第１ 基本計画の目的・内容等 ＜１件＞ 

意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要    札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方    

多くの市民がまちづくりに参加する必要性に

ついての、意義や理由がつかみづらい。 

札幌市自治基本条例では、市民はまちづくり

の主役であり、市民相互の理解と協力でまちづ

くりを進めることを基本としております。自分

たちのまちを住みよいまちにするため、市民一

人ひとりがまちづくりに参加していくことが

大切です。 

また、多彩な知識・経験・ノウハウを有した

多くの市民が参加することで、活動の充実化や

活発化を促進できると考えております。 

ご意見を踏まえ、本文を一部修正しました。 

 

第２章 市民まちづくり活動と第 1 期計画策定以降の社会動向 

第１ 市民まちづくり活動とは ＜２件＞ 

意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要    札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方    

市民まちづくり活動とは町内会活動等に限ら

ず、もっとすそ野の広いものであることを市

民に理解していただければ、市民にとってよ

り身近なものに感じられると思う。 

本市としても市民まちづくり活動は、町内会

活動に限らず、個人で行う公益的な目的をもっ

た活動など、幅の広い活動と認識しておりま

す。こういった認識を市民の皆様に知っていた

だくことで、市民参加の機運醸成を図りたいと

考えております。 

ご意見を踏まえ、市民まちづくり活動の挿絵

を一部修正しました。 

本計画でいう「市民」はどういう定義かわか

らない。 

「市民」とは、市内に住所を有する人、市内

で働き、若しくは学ぶ人及び市内において事業

活動その他の活動を行う人若しくは団体を指

しております。 

ご意見を踏まえ、本文に「市民」の定義を追

記しました。 
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第３章 第１期基本計画の総括 

重点施策２ 市民まちづくり活動を支える人づくり ＜２件＞ 

意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要    札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方    

複雑・多様化する地域課題を総合的に解決す

る専門人材は、現在どのくらいいるのか、課

題解決の実際の例はあるのか知りたい。 

人材育成や人材確保、情報提供については、

現状の情報集約を含めて、「市民まちづくり活

動促進テーブル」

※

の場でも、課題であるとの

指摘をいただいたところです。このため、第５

章基本施策 2-3 に記載しているように、今後も

社会的課題の解決能力向上のための人材育成

に努めることとしております。 

※ 札幌市では、市民まちづくり活動のあり方を検討

するため、公募委員や専門委員からなる附属機関「市

民まちづくり活動促進テーブル」を設けています。 

活動に参加したいが敷居が高いと感じている

市民に対して、ポータルサイトの積極的な活

用などの取組を進めるべき。 

市民活動ポータルサイトなどを活用し、広く

情報提供を行っているところですが、市民の生

活スタイルや状況に応じ、気軽に参加できるよ

う、今後もより効果的な情報提供に努めたいと

考えております。 

また、これについては、基本施策 1-2（第２

期基本計画本書 P28）に掲載しているところで

す。 

 

重点施策３ 活動の場となる施設の機能強化 ＜４件＞ 

意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要    札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方    

まちづくりセンターが地域の自主運営に移行

する具体的なメリットがわからない。 

各地域の抱える課題は多種多様化しており、

地域課題にきめ細かく対応するためには、実情

を最もよく知る地域の住民との協働により、そ

れぞれの地域特性を踏まえたまちづくりを実

施していく必要があります。そのため、まちづ

くりセンターの自主運営化を進めています。 

ご意見を踏まえ、本文を一部修正しました。 

まちづくりセンターもTwitterや Facebook等

の SNS を利用すると活動の PR にもなり、認知

度も上がるのではないか。 

※SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）とは 

インターネット上で友人を紹介しあって、個

人間の交流を支援するサービス（サイト）。 

※Twitter（ツイッター）とは 

個々のユーザーが「ツイート」 （ｔｗｅｅ

ｔ） と呼ばれる１４０文字以内の「つぶや

き」を投稿し、そのユーザーをフォローして

いるユーザーが閲覧できるサービス。 

※Facebook（フェイスブック）とは 

世界的に展開する最大の SNS サービス。 

（総務省 平成 25 年度版・平成 24 年度版情報

通信白書より） 

ＳＮＳを含め、効果的にまちづくりセンター

をＰＲする手法について、今後も検討を進めて

まいります。 
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意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要    札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方    

まちづくりセンターの機能強化とは、具体的

にどのような内容なのかわからない。 

地域による主体的なまちづくりを進めるた

め、まちづくりセンター等がコーディネート役

となり、さまざまな活動主体間のネットワーク

の構築や各種情報の提供など支援の充実を図

ることとしております。また、学校施設とまち

づくりセンターなどの複合化による機能強化

についても検討することとしております。 

これについては、まちづくり戦略ビジョンや

基本施策 3-2 及び 3-3（第２期基本計画本書

P32-33）に掲載しているところです。 

コミュニティカフェに若い世代の人が働いて

いると、若者が場を提供することを通して地

域の活動等に興味を持ち、自然な形で参加で

きるので非常に良い取組だと思う。 

（原案賛成意見） 

 

重点施策４ 市民まちづくり活動の多様な連携を促進 ＜１件＞ 

意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要    札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方    

複雑・多様化する地域課題を総合的にコーデ

ィネートする役割を担うのは、まちづくりセ

ンター所長であるべき。 

多様化する地域課題解決のため、まちづくり

センターの調整機能を強化する一方、課題を解

決に導く人材を地域においても育成するなど、

地域が主体となって課題を解決することがで

きるよう支援を行ってまいります。 

 

重点施策５ 企業による社会的課題解決型事業の促進 ＜２件＞ 

意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要    札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方    

第２期では企業との連携促進に最も力を注ぐ

べきだと感じた。なぜなら地域・社会貢献は

企業のイメージアップに繋がることはもとよ

り、その取組を積極的に PR・報告することで、

企業の取組を促進することができる。 

企業との連携は、その専門性や資源を地域活

動に役立てられることに加えて、企業にとって

もメリットがあり、札幌市ではこれまでも、企

業とのさっぽろまちづくりパートナー協定を

通じて連携を進めております。このことから、

第 2 期基本計画においても、これまでの企業の

社会貢献活動の事例の共有化や、活動方法の提

案など積極的に取り組み、企業が自ら社会貢献

活動を行う社会を構築したいと考えておりま

す。 

地域・社会貢献活動は自主性に委ねるべきで

あり、行政は「こういうことを求めている」

ということを示すだけでよい。 
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重点施策７ 市民まちづくり活動を広げる寄附文化の醸成 ＜１件＞ 

意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要    札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方    

さぽーとほっと基金はどれほど市民に認知さ

れているのか。税制優遇制度があることをも

っと積極的にアピールし、市民に広く知って

もらうべき。 

さぽーとほっと基金への寄附額や寄附者数

は、制度開始時の平成 20 年度から増加傾向に

あり、寄附文化は一定程度市民に定着してきた

といえますが、税制優遇制度を含め、今後とも

広く本基金の周知を図ってまいります。 

 

第５章 第２期基本計画の基本目標と基本施策 

基本目標１ 『参加』～より多くの市民のまちづくり活動への理解と参加の促進 ＜８件＞ 

意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要    札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方    

団塊の世代・若者・子どものまちづくりへの

参加は、第 1 期の期間でどのくらい促進され

たのか、世代別の結果を知りたい。 

世代別では、世代が上がるに従って、まちづ

くり活動に参加したことのある割合は増加傾

向にあります。具体的には、50 代以上の世代で

は 4 割～5 割の方が市民まちづくり活動に参加

したことがあると回答しております。一方、若

い世代のまちづくり活動への参加割合は他の

世代に比べて低い傾向にあり、具体的には、20

代・30 代の参加経験は 2 割となっております。

このことから、今後は大学生を中心とした若者

のまちづくり活動への参加促進等にも力を入

れていきます。 

まちづくり活動に対する市民の認知度が低い

と思うので、参加することや知っていること

が自慢やステータスになるといったメリット

を持たせるとともに、子どもが見てもわかる

ような簡潔なものにするとよい。また、情報

を自分から調べる・読む・聞くのは手間がか

かるだけなので個人は避けると思う。 

より多くの市民が、まちづくり活動を身近な

ものと感じることができるよう、気軽な参加機

会を提供したり、継続的な活動につながるよ

う、まちづくり活動の意義や楽しさ、やりがい

を実感できる方法を創出したりなど、まちづく

り活動や参加のイメージが共有され、市民一人

ひとりが担い手であることを実感できるよう

取組を進めてまいります。また、市民の生活ス

タイルや状況に応じた情報提供の手法につい

ても工夫を重ねてまいります。 

小さい時からボランティア活動に参加する機

会があることは大変良いことで、学ぶことが

たくさんあると思う。 

ご意見のとおり、小さい時からボランティア

活動や地域の活動に参加することで、地域まち

づくり活動の担い手を育成することができる

と考えております。 

引き続き子どもの市民参加の促進を図りた

いと考えております。 

まず、感想としてはよくできている計画だと

思った。 

平成 30 年度における町内会加入率の目標が

74％であるが、条例などを制定し 100％を目指

してほしい。 

第２期基本計画は5年間の計画期間を設けた

個別計画であることから、現実的に実現可能性

のある数値目標を設定させていただいており

ます。 

町内会加入率の増加については、引き続き取

組を進めたいと考えております。 
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意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要    札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方    

町内会の加入率を上げることが、なぜまちづ

くりに必要なのか根拠がない。町内会は共益

性が高い団体であり、会員向けサービスをす

る一地域団体すぎない。30％以上の未加入の

市民の意見を吸い上げる手法や広域に活動し

ている市民団体の意見を集約していない。こ

の数値目標は、その根拠があいまいである。 

町内会は、同じ地域内の住民や企業により組

織された団体であり、各地域の個性を生かしな

がら、福祉や環境美化、防犯・防災からスポー

ツ、文化活動に至るまで、市民の日常生活のあ

らゆる分野に深く関わって活動するなど、長年

にわたって地域のまちづくりを支える中核的

な役割を担っており、その加入率は、地域住民

がまちづくりに関わる一つの指標であると考

えています。 

一方で、町内会によらず広く地域のまちづく

りを担う団体も増えてきていることから、この

ような団体の意見を把握し、反映させていくこ

とも重要と考えております。 

このことから、より多くの市民のまちづくり

活動への参加を促進することや、地域課題を共

有し共感を得ながら地域住民のアイディアを

引き出すなど、課題解決に取り組んでまいりま

す。 

「介護サポートポイント事業」により付与さ

れたポイントはどう使われるのか。 

ポイントに応じ、ご本人へ現金を交付してお

ります。（１ポイント＝100 円、年間 50 ポイン

ト 5,000 円が上限） 

ご意見を踏まえ、計画事業一覧表の事業概要

を一部修正しました。 

サッポロサタデースクール事業への参加者を

増やすためには、実施の時間帯・期間の設定

が重要だと思う。 

実施の時間帯・期間の設定については、各学

校の実施状況を踏まえながら、できるだけ子ど

もたちの参加しやすい時間に行ってまいりま

す。 

「セーフティコミュニティ」活動も側面から

支援していく必要があると思う。 

※セーフティ・コミュニティとは 

大規模災害対策において、地域、住民、

ボランティア等の「民の力」による広域

的なささえあいの仕組みのこと。(国土交

通省ホームページより） 

セーフティコミュニティ活動の支援につき

ましては、地域防災計画において、地域におけ

る防災活動を促進していくこととしており、引

き続き地域防災力の強化を図るため、地域の防

災活動を支援してまいります。 
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基本目標２ 『向上』～団体の運営基盤の強化と社会的課題の解決能力の向上 ＜８件＞ 

意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要    札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方    

さぽーとほっと基金による助成が本当に効果

があったかどうか調査すべき。助成された団

体のその後を継続調査する。 

少額の助成で、事業費の半分までしか助成せ

ず、通年募集もしない使い勝手の悪い制度を

いつまで続けるのか。ただのばらまきではな

いか。助成分野もかたよっている。大型の複

数年助成するものがあるべきではないか。 

さぽーとほっと基金による助成制度がより

良い制度となるよう、ＮＰＯ等の団体のご意見

を伺いながら今後検討を進めてまいります。 

先駆的な取組を参考にするなどして、まちづ

くりに関わる人材の拡大に力を入れていただ

きたい。 

（原案賛成意見） 

有償ボランティアの専門家によるＮＰＯ支援

を行うべき。 

現在、市にはＮＰＯを支援する部署・組織は

なく、市民活動サポートセンターにＮＰＯの

専門家はいない。市民活動につき助言するだ

けで、経営診断等をできる人材は皆無である。

そこで、札幌市障がい者 IT サポートセンター

を見本に、専門家を登録し、有償ボランティ

アとして養成団体へ派遣する。専門家は、弁

護士、税理士、中小企業診断士など。最終的

には他の自治体のようにＮＰＯセンターを作

り、その運営は民間委託とする。現在の指定

管理者である財団には能力も資金もノウハウ

もない。 

第 5 章基本目標 2 に掲げているとおり、まち

づくり活動を行う団体への相談支援や各種の

支援情報提供を行うとともに、人材・活動資金

の確保や関係する情報を総合的に支援する施

策を進めることとしております。 

この計画での人材育成とは、短時間のセミナ

ーを数回開催するだけである。昨年度も開催

していたが、理解できない、ついていけない

団体が見られた。意味のない単発のセミナー

では、不十分だ。 

長期間・継続的に講座や実習を行い、リーダ

ーや事務局スタッフを養成する講座が不可欠

である。 

市民まちづくり活動を担うリーダーなどの

人材育成は大変重要なことと認識しておりま

す。 

市内外で行われているさまざまな人材育成

の取組を参考にし、効果的な人材育成の取組を

進めていくこととしております。 

ＮＰＯへの事業委託を一元管理し、ＮＰＯで

なければならない事業か、ＮＰＯを育てる事

業か区別し、一定年数が来たら卒業させるべ

きである。 

自主事業率や事業高でも制限する政策をとら

ないと、ただの行政下請けとなる。 

ＮＰＯが安定・継続的な活動を維持していく

上で、活動資金の調達や運営基盤の強化は重要

課題であると認識しております。このため、活

動団体の自立・主体的な運営に向けて、持続可

能な活動に寄与する人材ネットワークを構築

することや、資金調達制度を活用した団体の運

営基盤強化に向けた支援を行うこととしてお

ります。 
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意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要    札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方    

「認知症サポーター等育成事業」の養成講座

の期間と目標としているレベルを教えていた

だきたい。期間が短いなど中途半端な活動に

なってしまうのだったら、プロに任せたほう

がいいのではないか。 

「認知症サポーター等養成事業」では、認知

症サポーター養成講座、キャラバン・メイト養

成研修を行います。 

認知症サポーター養成講座は、90 分程の内容

であり、市民の方に、認知症の基礎知識や対応

等を学んでいただき、認知症の人とその家族を

温かく見守り、支援する応援者（認知症サポー

ター）になっていただくものです。 

また、認知症サポーター養成講座の講師役を

担うキャラバン・メイト養成研修は、地域包括

支援センターや介護予防センターの職員、認知

症介護実践研修修了者等の認知症に関する一

定程度の知識や経験を持った方を対象に、行っ

ております。 

認知症の方とその家族が、地域で安心して暮

らせるまちづくりを進めるための事業として、

引き続き取り組みたいと考えております。 

ご意見を踏まえ、計画事業一覧表の事業概要

を一部修正しました。 

「ソーシャルビジネス育成事業」の将来有望

な事業者や起業予定者とはどのような基準で

選んでいるのか。 

有識者等で構成された選考委員会にて、書類

選考やプレゼンテーション審査を行い、社会性

や革新性などの選考基準に基づいて選定して

います。 

ソーシャルビジネス・コミュニティビジネス

の相談窓口を一本化すべき。 

経済局、市民まちづくり局にまたがっている

のに縦割りにしている。 

さっぽろ元気ＮＰＯサポートローンがまった

く利用されていない。補助金がばらばらに出

ている。 

大阪ＮＰＯセンターのように有料で民間が実

施する体制を作り、行政は場所の提供にとど

める。 

ソーシャルビジネス・コミュニティビジネス

については、経済局と市民まちづくり局が連携

しながら取組を進めております。 

また、市民まちづくり活動団体への融資につ

いては、他の自治体等の制度を参考にしなが

ら、効果的な支援を実施したいと考えておりま

す。 

  



-64- 

基本目標３ 『交流』～身近な地域における場と交流機会の創出 ＜６件＞ 

意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要    札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方    

ペットを通じたコミュニケーションなど、地

域での小さなつながりから生まれる意見が、

うまくまちづくりにつながる仕組みがある

と、個性的で魅力あるまちづくりに参加でき

ると思う。 

ご意見のとおり、普段の暮らしの中の小さな

つながりから生まれる意見を、まちづくりに取

り入れることは重要だと認識しております。そ

こで、地域のまちづくりの拠点であるまちづく

りセンターなどを活用しながら、さまざまな地

域住民同士の交流の機会を創出することによ

り、地域住民の意見を取り入れ、個性的で魅力

あるまちづくりを進めてまいります。 

交流の先に見えるビジョンをより明確にする

ことで交流が活性化するのではないか。 

今後 10 年間の新たなまちづくりの基本的な

指針である「札幌市まちづくり戦略ビジョン」

において、重点的に取り組むべきテーマの一つ

として「暮らし・コミュニティ」を位置付けて

います。複雑・多様化する地域課題の解決に向

けて、人と人のつながりによる地域コミュニテ

ィの形成を促進するため、地域のまちづくり活

動の担い手となる人材育成を行うほか、さまざ

まな活動主体同士の連携を促進し、市民の居場

所・活動拠点づくりを推進することとしており

ます。 

課題や取組の方向性が非常に明確で網羅され

ており、明るい札幌の未来のビジョンが見え

ワクワクしてきた。実現するためには、市民

一人一人の力が不可欠だと強く感じる。 

民間の場や区民センターなどの施設を利用す

る際の負担を軽減する仕組みが必要だと考え

る。また、地下鉄構内なども利用できるとよ

い。 

地域の身近な交流や活動の拠点の充実を目

的に、空き家や老朽化した市民集会施設などを

活用しながら、活動の場を市民が企画し整備す

る場合の支援を行います。このほか、現状の地

域の交流の場の調査やホームページでの情報

発信を行うなど、住民が気軽に集い・交流し、

地域のまちづくり活動への参加に結びつける

ことができるように、交流活動の活性化支援に

取り組むこととしております。 

学校とまちづくりセンターの併設化は児童だ

けではなく、保護者にもまちづくりセンター

の役割を知ってもらう機会になるので非常に

良いと思う。 

（原案賛成意見） 

大阪市等で実施されている「協働コーディネ

ーター」制度を作り、専門家を地域に派遣す

べき。まちづくりセンター所長はなんらまち

づくりの専門的知識もなく、情報もない。非

常勤職員２名しかいない状況では 地域横断

多的支援は不可能である。 

まちづくりセンターにおける活動を支援す

るため、専門家・有識者を派遣しサポートする

制度などを活用し、幅広い分野の地域のまちづ

くり活動を積極的に支援していきます。 
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意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要    札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方    

まちづくりセンター所長は公募とすべき。専

門性がなく短期で人事異動があり、また再任

用職員の所長ではもう対応できない。全国に

所長を公募して、新しいアイディアと人材を

投入する。もう市職員の腰掛で対応する時代

ではない。あるいはセンター自体を一元化し、

指定管理者として民間に運営させるべき。間

に区が入る組織ではなく、予算と権限を集中

して市民自治推進室が直営でやる形式も良

い。 

まちづくりセンターについては、自主運営化

の推進や、まちづくりセンター所長のスキルア

ップなどを通じて、地域主体によるまちづくり

の促進を図ることとしております。 

 

基本目標４ 『連携』～多様な活動主体間の連携の促進 ＜３件＞ 

意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要    札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方    

商店街地域連携促進事業については、地域の

大学生などを巻き込んでいくべき。 

本事業においては、大学生を含む地域のさま

ざまな人材が集まり、地域課題の解決や商店街

活性化に向けて取り組んでおります。 

ご意見を踏まえ、計画事業一覧表の事業概要

を一部修正しました。 

地域の高齢者をどう支えていくかという課題

に対して、中心となるコーディネーター機能

が必要であり、情報交換・共有できる場づく

りが必要。 

 地域の高齢者の個別支援については、地域包

括支援センターが中心となり、区保健福祉部職

員、介護予防センター職員、民生委員などの関

係者が連携し情報共有を行っております。 

 また、おおむね連合町内会を単位とした範囲

に「地区福祉のまち推進センター」を設置し、

一人暮らしの高齢者の見守り等、身近な地域に

おける住民同士の見守りや支え合い活動を支

援しております。 

 重点施策 4-3 に記載しているように、高齢者

等と関わる機会のある業務を行う団体が、地域

と見守り活動で連携するなど、さまざまな団体

が連携することで、互いの強みを持ち寄り、相

乗効果を発揮し、地域課題を解決することが重

要だと考えております。 

多様な利害関係者が集まり、持ち帰り禁止で

円卓会議を開催すべき。町内会や自治会は真

に地域を代表しているとはいえない。地域は

より多様な市民団体・ＮＰＯ・学校等で形成

されているという認識が市には欠けている。

区民協議会やまちづくり協議会は、本当に成

果を挙げているのか疑問である。 

町内会や自治会のほか、各地域にはさまざま

な団体や組織があり、地域社会の一員としての

役割を担っています。これらの団体等が連携

し、それぞれの強みを活かしながら複雑・多様

化する地域課題を解決していくことができる

ような環境づくりを進めるため、連携するきっ

かけとなるような機会の創出や連携事業への

支援を行うこととしております。 
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第６章 計画の推進にあたって 

第１ 進捗管理 ＜２件＞ 

意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要    札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方    

計画が５か年というのは長く、途中でのモニ

タリングがない。アセスメントシートの作成

もない。半年程度のスパンで行政ではなくＮ

ＰＯに委託して事業評価をすべきである。行

政側の自己評価とＮＰＯ側の事業評価の双方

を完全に公開すべきである。行政評価の手法

が事後評価に偏っている。 

第 2 期基本計画の実施状況については、附属

機関である「市民まちづくり活動促進テーブ

ル」に報告し、実施方法や効果的な進め方につ

いて意見を聞き、事業の改善に役立ててまいり

ます。 

促進テーブルの公募委員はわずか２名であ

り、市民の意見を取り入れる姿勢がない。24

時間 365 日対応できる意見集約の場を設け、

全て HP で公開してはどうか。 

現在、「市民まちづくり活動促進テーブル」

の委員は、公募委員のほか、その他民間の専門

委員や学識経験者などを入れさまざまな角度

から意見をいただけるようにしているところ

です。このほか、市民の皆様からのご意見はホ

ームページや各種アンケート調査により随時

受付しているところです。 

 

第２ 推進体制 ＜１件＞ 

意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要    札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方    

市の促進計画は他部局へまたがりその調整機

能がはっきりしないずさんな机上の計画で統

合されていない。必ず失敗するだろう。 

他部局との連携を密にし、第２期基本計画の

目標達成に向け尽力してまいりたいと考えて

おります。 
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その他（計画策定の手法等）＜５件＞ 

意見の概要意見の概要意見の概要意見の概要    札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方札幌市の考え方    

5 年後、10 年後の札幌市の将来を考える場を

設けてはどうか。 

札幌市では平成 25 年に、今後 10 年間の新た

なまちづくりの基本的な指針として「札幌市ま

ちづくり戦略ビジョン」を策定したところで

す。ビジョンでは、人口減少や超高齢化に伴い

さまざまな地域課題が顕在化する中にあって

も、課題に対応し、安心して暮らせる地域をつ

くり出すため、今後 10 年間で重点的に取り組

むべきテーマの一つとして「暮らし・コミュニ

ティ」を位置付けています。 

第２期基本計画は、「暮らし・コミュニティ」

に掲げる、地域でのつながりや支え合いによる

共助の意識の醸成や、誰もが社会に参加できる

環境づくり、まちづくり活動の担い手育成など

の施策を展開していくための個別計画に位置

付けられます。 

また、札幌市では、附属機関である「市民ま

ちづくり活動促進テーブル」を設けており、今

後も本テーブルを活用し、今後の札幌市におけ

る市民まちづくり活動のあり方について検討

を進めていきたいと考えております。 

行政側からの一方的な情報提供ではなく、Ｎ

ＰＯ等の外部に委託して、市民まちづくり政

策全般に関する情報を網羅した白書を作成す

るべき。 

個別の事業の報告、アンケート調査等の結果

については随時公開させていただいておりま

すが、今後もより良い形で情報提供に努めてい

きたいと考えております。 

佐賀県でやられているように、市全部局への

「提案型協働創出事業」を実施すべき。市民

側から全部局に対して、事業提案し担当部署

と意見交換し事業主体を多様化する。市民が

必要な事業を提案し、担当部署は必ず検討し

なければならない。検討の過程や採用しない

理由、担当者名と採用事業に関して全て公開

する。 

これまでも実施しているように、公募委員も

入り構成されている「市民まちづくり活動促進

テーブル」により、さまざまな協議を重ね、公

募委員の意見も取り入れるなど、さまざまな手

法で市民意見を施策立案に取り入れたいと考

えております。 

政策決定過程は全て公開し、市民が政策に参

画できる体制を全部局に作り、事後の形式的

なパブリックコメントは廃止すべき。 

政策には全て、市民側からの数値評価をつけ

る。事業主体の行政と市民側双方で評価し、

全て公開する。 

政策の決定過程での市民参加の機会を拡大

し、広く市民の意見を聞くため、パブリックコ

メントを実施しております。また、事業の内容

や検証については、行政評価などを通じて、広

く市民に公開をしているところです。今後もよ

り市民意見を反映できるよう努めたいと考え

ております。 

本計画について、もっと大きな文字でわかり

やすいパンフレットがあるとよい。 

パブリックコメントにおいては、概要版と本

書を一体として提示していますが、市民への公

開に際しては、絵やイラストを多用した概要版

を別に作成するなどわかりやすい情報提供を

実施いたします。 

 


